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【電話番号】 03-5288-8830（代表）

【発行者（委託者）氏名又は名称】 合同会社Ｆｂｉｔ第2号

【代表者の役職氏名】 代表社員　株式会社ＦＰＧ

職務執行者　中村 敬一

【住所又は本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

【事務連絡者氏名】 株式会社ＦＰＧ証券

代表取締役社長　塚田 正泰

【電話番号】 03-5220-4200（代表）

【届出の対象とした募集有価証券の

名称】

Ｆ．ｂｉｔ航空機小口化商品第2号(譲渡制限付・為替ヘッジ

なし)

【届出の対象とした募集有価証券の

金額】

一般募集 未定

(注)募集総額は、以下に定義する条件決定日に

おいて、払込期日を受渡日とする米ドル円為替

先渡しレートを参照し、さらに本借入れ（以下

に定義します。以下同じです。）の実施見込み

を踏まえて決定予定です。

有価証券届出書提出日現在の募集総額の見込額

は5,520百万円です（本書において、アメリカ合

衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円

貨換算は、便宜的に2026年6月30日現在の株式会

社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値で

ある、１米ドル＝162.39円（以下「本為替レー

ト」といいます。）によります。）。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】

第１【内国信託受益証券の募集（売出）要項】

１【内国信託受益証券の形態等】

本書に従って行われる募集（以下「本募集」といいます。）の対象となる有価証券は、信託法（平成

18年法律第108号。その後の改正を含みます。）（以下「信託法」といいます。）に従って設定される信

託の受益権（以下「本受益権」といいます。）です。

本受益権は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）（以下「金融商品

取引法」といいます。）第2条第2項の規定により同条第1項第14号に定める信託法に規定する受益証券発

行信託の受益証券とみなされる権利であり（注）、本受益権を表示する受益証券は発行されず、無記名

式や記名式の別はありません。本受益権の受益者（以下「本受益者」といいます。）となる者は、株式

会社ＦＰＧ証券（顧客のため名義書換手続の代行等の事務を行う株式会社ＦＰＧ証券を指して、以下

「取扱金融商品取引業者」といいます。）との間で名義変更代行事務の委託規定を含む証券取引約款

（以下「本証券取引約款」といいます。）を締結する必要があります。本受益権に関して、合同会社Ｆ

ｂｉｔ第2号（以下「委託者」といいます。委託者の概要については、後記「第三部 受託者、委託者及

び関係法人の情報　第２ 委託者の状況」をご参照ください。）及び本信託契約（後記「第二部 信託財

産情報　第１ 信託財産の状況　１ 概況　（１）信託財産に係る法制度の概要」に定義します。以下同

じです。）の信託受託者としての株式会社ＦＰＧ信託（以下「受託者」といいます。また、委託者及び

受託者を併せて「発行者」と総称します。）の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧

に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありま

せん。
（注）本受益権は、金融商品取引法第5条第1項及び金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）第2条の13第3号

に定める特定有価証券であり、また、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含み、以

下「特定有価開示府令」といいます。）第1条第4号イに定める内国信託受益証券です。

 

２【発行数】

未定
（注）発行数は、2026年7月27日（以下「条件決定日」といいます。）において、信託設定日（2026年9月14日）（以下「信託設定日」といい

ます。）を受渡日とする為替先渡し契約レート及び本借入れの実施見込みを踏まえ、委託者が取得する本件航空機受益権（後記「第二

部 信託財産情報 第１ 信託財産の状況 １ 概況 （１）信託財産に係る法制度の概要」に定義します。以下同じです。）の取得価格の

円貨換算額及び本信託（後記「第二部 信託財産情報　第１ 信託財産の状況　１ 概況　（１）信託財産に係る法制度の概要」に定義し

ます。以下同じです。）に信託する金銭の金額に応じて、条件決定日に決定する予定です。

 

３【発行価額の総額】

未定
（注）発行価額の総額は、本受益権の発行価格及び条件決定日に決定する今回の発行数に応じて、条件決定日に決定する予定です。

 

４【発行価格】

1,000,000円
（注1）「発行価格」は、本件航空機受益権の裏付けとなる本件航空機（後記「５ 給付の内容、時期及び場所 （３） 運用期間及び予定償還

日」に定義します。以下同じです。）に係る2026年6月を価格時点とする鑑定会社IBA Group Limited（以下「IBA社」といいま

す。）、Alton Aviation Consultancy（以下「Alton社」といいます。）、AVITAS,Inc.（以下「Avitas社」といいます。）の3社の各

鑑定会社による航空機鑑定評価書に記載された鑑定評価額（それぞれ約42.1百万ドル、44.7百万ドル、45.9百万ドル）等に基づき、本

借入れを実施するとした場合の借入予定金額を考慮して算出された本受益権1口当たりの純資産額（本書の日付現在の募集見込額に基

づきます。）（信託設定日時点の当該本受益権1口当たりの純資産額の2026年7月1日現在における試算値はそれぞれ1,301,993円、

1,391,667円、1,432,609円です。（米ドル建ての上記各鑑定評価額を、便宜的に2026年6月30日の為替レートで円換算しています。ま

た、募集口数を暫定的に5,520口として計算しています。））を基準とし、アセット・マネージャー（後記「５ 給付の内容、時期及び

場所 （１） 分配金」に定義します。以下同じです。）の分析等に基づき算出しています。

（注2）後記「６ 募集の方法」に記載のとおり、受託者は、株式会社ＦＰＧ証券（本受益権の募集の取扱いを行う株式会社ＦＰＧ証券を指し

て、以下「取扱会社」といいます。）に対し、投資家から支払われる申込証拠金の総額（ただし、発行者及び取扱会社の合意に基づき

一部減額されることがあります。）に3.3％を乗じた金額（消費税及び地方消費税を含みます。）を上限として発行者及び取扱会社が

合意した金額を取扱手数料として支払うこととされています。
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５【給付の内容、時期及び場所】

（１）分配金

①本受益者に対する配当金額、元本一部払戻金額及び残余財産の分配金額の計算方法等

＜配当＞

本信託は、原則として各信託配当支払日（本信託契約に従って本信託の全部が終了する日（以

下「信託終了日」といいます。）である計算期日（以下に定義します。）を除く各計算期日が属

する月の翌月末日（ただし、当該日が営業日（銀行法（昭和56年法律第59号。その後の改正を含

みます。）により日本において銀行の休日と定められ、又は休日とすることが認められた日以外

の日をいいます。以下同じです。）でない場合は前営業日とします。）をいいます。以下同じで

す。）に、本受益者に対して配当を行います。配当金額は、各信託配当支払日（信託終了日に係

るものを除きます。）までの間の受託者及びアセット・マネージャーが別途合意した日までに、

受託者及び株式会社ＦＰＧ証券が締結するアセット・マネジメント契約（以下「アセット・マネ

ジメント契約」といいます。）の当事者としての株式会社ＦＰＧ証券（以下「アセット・マネー

ジャー」といいます。）が決定し、受託者へ通知します。

「計算期日」とは、毎年2月末日並びに信託終了日をいいます。ただし、初回の計算期日は2027

年2月末日とします。以下同じです。

各信託配当支払日において、本信託は、原則として各信託計算期間における当期未処分利益の

全額を配当するものとします。かかる信託配当は、当該信託配当支払日において受託者に承認さ

れることをもって実施されます。各信託計算期間に係る配当受領権は、当該信託計算期間の直後

に到来する信託配当支払日の到来によって効力を生じるものとします。なお、当期未処分利益の

全額から当該配当金額の合計を控除した残余利益については翌信託計算期間に係る信託配当支払

日における配当の原資とすることができます。各信託配当支払日において、受託者は、配当受領

権（本信託に定める信託配当を受領する権利をいいます。以下同じです。）（最終配当受領権

（本信託に定める最終回の信託配当を受領する権利をいいます。以下同じです。）を除きま

す。）に係る権利確定日（以下に定義します。）現在の本受益者に対して、アセット・マネー

ジャーが信託配当支払日までの間の受託者及びアセット・マネージャーが別途合意した日までに

決定し受託者に通知する本受益権1口当たりの信託分配単価を基準に、本受益権の口数に応じて信

託分配額を算出し、源泉所得税（地方税を含みます。）を適用される範囲で控除した残額を分配

します。

「権利確定日」とは、本信託契約に定める権利が与えられる受益者を確定するための日をい

い、最終配当受領権を除く配当受領権に係る権利確定日は、当該配当に係る信託計算期間に属す

る計算期日です。以下同じです。

＜元本の一部払戻し＞

また、本信託においては、アセット・マネージャーが決定した場合には、一般社団法人信託協

会が定める受益証券発行信託計算規則（以下「受益証券発行信託計算規則」といいます。）第25

条の2に基づき、対象となる信託計算期間における当期未処分利益を原資としない金額の分配（元

本の一部減少に伴う払戻し）をすることができます（かかる元本の一部減少に伴う払戻しが行わ

れる日を、以下「元本一部払戻日」といいます。）。各元本一部払戻日において本受益者に対す

る元本の一部減少に伴う払戻しを行う場合、受益証券発行信託計算規則第35条の2その他の関連す

る条項に従って定められるべき各項目（元本の一部減少に係る必要な情報を含みます。）につい

て、当該信託計算期間に対応する元本一部払戻日までの間の受託者及びアセット・マネージャー

が別途合意する日までにアセット・マネージャーが決定し、受託者へ通知するものとします。

上記に従って元本の一部払戻しが行われる場合、受託者は、各元本一部払戻日において、元本

一部払戻受領権（本信託の元本の一部減少に伴う払戻しを受ける権利をいいます。以下同じで

す。）に係る権利確定日である各計算期日現在の本受益者に対して、アセット・マネージャーが

元本一部払戻日までの間の受託者及びアセット・マネージャーが別途合意した日までに決定し受

託者に通知する本信託の元本減少額を基準に、本受益権の口数に応じて元本減少額を算出し、本

受益権の元本を払い戻します。ただし本信託においては、アセット・マネージャーが決定した場
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合には、対象となる信託計算期間末日における減価償却費累計額、繰延資産償却費累計額、長期

前払費用償却累計額、及び本借入れの実行日における為替レートに基づく米ドル建借入残高を信

託計算期間末日の為替レートで円換算することによって生じる差額が損失である場合のその額、

の合計額を上限として、対象となる信託計算期間における当期未処分利益を超える金額の分配を

することができます。

＜最終信託配当＞

最終信託配当及び償還の詳細については、後記「第二部 信託財産情報　第１ 信託財産の状

況　３信託の仕組み　（１）信託の概要　④その他　（ニ）最終信託配当及び償還」をご参照く

ださい。

②配当受領権及び元本一部払戻受領権の内容及び権利行使の手続

配当及び元本の一部払戻しの支払手続は受託者が行います。なお、本書の日付現在、受託者に

よる配当の支払いは、以下に従います。

受託者は、本受益権の配当金額及び元本一部払戻金額並びに本受益権に係る源泉徴収金額を算

出し、信託配当支払日に、配当受領権の権利確定日及び元本一部払戻権の権利確定日時点で本受

益権原簿に記録されている本受益者に対し、本受益権の配当金及び元本一部払戻金から租税特別

措置法（昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。）（以下「租税特別措置法」といいま

す。）その他適用ある法令に基づく当該配当金及び元本一部払戻金に係る源泉所得税（地方税を

含みます。）を控除した後の金額に相当する金銭の記録を行い、本受益権に係る配当金及び元本

一部払戻金の支払いである旨を通知します。

 

（２）解約

本信託契約において、本受益者が本信託契約を解約する権利を有する旨の定めはなく、該当事項

はありません。なお、本受益権の運用期間中の換金並びに譲渡手続及び譲渡に係る制限の詳細につ

いては、後記「第二部 信託財産情報　第３ 証券事務の概要　１ 名義書換の手続、取扱場所、取次

所、代理人の名称及び住所並びに手数料」をご参照ください。

 

（３）運用期間及び予定償還日

本信託において、本信託の主要な信託財産である本件航空機受益権は、株式会社ＦＰＧ（当初の

委託者としての株式会社ＦＰＧを以下「本航空機委託者」といいます。）及び株式会社ＦＰＧ信託

（以下、航空機受託者又は本件航空機の賃貸人としての同社を指して「本航空機受託者」又は「賃

貸人」といいます。）との間の2026年4月10日付特定金外信託契約書（FPG Aircraft Leasing Trust

No.35）（以下、その後の変更等も含め「本航空機信託契約」といい、本航空機信託契約に基づき設

定される信託を「本航空機信託」といいます。）の受益権です。本航空機信託の信託期間は2031年

10月末日まで（ただし、本航空機委託者は信託期間満了日の3か月前までに信託期間の延長の申出を

本航空機受託者に対して行うことができ、本航空機委託者及び本航空機受託者の合意により信託期

間を延長することが可能です。）とされます。

本書の日付現在、本航空機委託者は、当該信託期間の満了により本航空機信託が終了するまで

に、本件航空機受益権の実質的な裏付資産である航空機（当該航空機を構成する部品を含み、以下

「本件航空機」といいます。）の売却の完了（再リース契約締結後の売却を含み、以下「本件航空

機売却」といいます。）を実現する計画です。なお、本航空機委託者が本件航空機売却を完了した

際には、本航空機信託は本航空機受託者が本航空機委託者及び受託者に対して書面で通知すること

により終了し、さらに本信託も受託者の決定により終了します。

本航空機委託者により本件航空機売却が実施された場合等により本航空機信託が終了した場合、

本航空機信託の受益権は償還されます。この場合、本信託の信託財産は金銭のみとなるため、本信

託は終了し、本受益権は償還されます。本書の日付現在、本航空機委託者は、原則として、2031年4

月25日から2032年2月末日までの期間中に本件航空機売却を行う方針です。かかる売却等が実施され

た場合、本受益権の償還については、当該本件航空機売却の後に行われることになります。
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ただし、信託設定日である2026年9月14日から2031年4月24日までの間に、本航空機委託者が知る

限りにおいて、本航空機委託者及びリース管理会社（後記「第二部 信託財産情報　第１ 信託財産

の状況　１ 概況（４）信託財産の管理体制等①信託財産の関係法人」に定義します。）を通じて、

本件航空機受益権の受益者の利益最大化に資すると判断する売却機会を得た場合には、当該期間に

おいて本件航空機の早期売却を行う場合があります。かかる早期売却が行われた場合、本件航空機

受益権は早期償還され、本受益権も早期償還されることとなります。

また、本航空機受託者が本借入れ（後記「第二部 信託財産情報　第１ 信託財産の状況　２ 信託

財産を構成する資産の概要（２）信託財産を構成する資産の内容　① 本航空機受益権　（ロ） 本

借入れ」に定義します。以下同じです。）について期限の利益を喪失した場合、本借入れに伴い本

借入関連契約（本借入れに係る金銭消費貸借契約及びこれに関連する担保権の設定契約等の関連契

約をいいます。以下同じです。）において定める一定の事由（以下「デフォルト事由」といいま

す。）が生じた場合には、レンダー（後記「第二部 信託財産情報　第１ 信託財産の状況　２ 信託

財産を構成する資産の概要（２）信託財産を構成する資産の内容　① 本航空機受益権　（ロ） 本

借入れ」に定義します。以下同じです。）は、本借入関連契約の定めに従い、投資対象航空機を売

却する権限を取得することができる旨が合意される予定です。

なお、本航空機委託者は、本件航空機に係るオペレーティング・リース契約が延長された場合な

どには、本航空機受託者との合意に基づき、本航空機信託の期間延長を決定する場合があり、この

場合、アセット・マネージャーは、信託計算期間である2032年2月期が終了した後から2年間（2034

年2月末日まで）を限度として運用期間の延長を決定する場合があります。

また、本信託契約においては、信託期間満了日（2032年2月末日をいいます。ただし、信託期間満

了日の120日前までに、(i)アセット・マネージャーが受託者、受益者代理人及び精算受益者に対し

て通知した場合又は(ii)アセット・マネージャー、受託者、受益者代理人及び精算受益者が合意し

た場合には、信託期間満了日は2年間延長されて2034年2月末日までとします。以下同じです。）の

120日前の日、信託終了事由発生日（本信託契約に定める本信託の終了事由が発生した日をいいま

す。以下同じです。）又は信託終了決定日（本信託契約に従って受託者が本信託の終了を決定した

日をいいます。以下同じです。）のうちいずれか早く到来する日において信託財産内に本件航空機

受益権又は本件航空機が残存する場合において、(i)残存する信託財産が本件航空機受益権であると

きは、当該日から60日後の日（当該日が営業日でない場合には翌営業日とします。以下「信託財産

売却期限」といいます。）までに本航空機委託者をして本航空機受託者による本件航空機の売却を

完了させたうえで本航空機信託を終了させることとされていますが、(ii)信託財産売却期限までに

本航空機信託を終了させることができないことが見込まれたとき、又は残存する信託財産が本件航

空機であるときは、アセット・マネージャーは、信託財産売却期限までに本件航空機受益権又は本

件航空機を合理的な価格で売却するものとされています。また、受益者代理人及び精算受益者並び

にアセット・マネージャーが別途合意する場合には、その合意する日まで売却期限を延長すること

ができます。
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＜譲渡制限期間、予定償還、早期償還及び延長後の償還のイメージ図＞

 

６【募集の方法】

本受益権については、金融商品取引法で定められる一定数（50名）以上に対する勧誘が行われるもの

として、募集（金融商品取引法第2条第3項第1号）を行います。募集の取扱いは、取扱会社に委託しま

す。なお、当該委託に伴い受託者から取扱会社に対し、投資家から支払われる申込証拠金の総額（ただ

し、発行者及び取扱会社の合意に基づき一部減額されることがあります。）に3.3％を乗じた金額（消費

税及び地方消費税を含みます。）を上限として発行者及び取扱会社が合意した金額が取扱手数料として

支払われます。

 

７【申込手数料】

該当事項はありません。

 

８【申込単位】

1口以上1口単位

 

９【申込期間及び申込取扱場所】

（１）申込期間

2026年8月3日（月）から2026年9月7日（月）まで

 

（２）申込取扱場所

下記の申込取扱場所で申込みの取扱いを行います。

取扱会社の名称 申込取扱場所

株式会社ＦＰＧ証券 取扱会社の本店（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号）

 

１０【申込証拠金】

申込証拠金は、発行価格と同一の金額です。
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１１【払込期日及び払込取扱場所】

（１）払込期日

2026年9月14日（月）

 

（２）払込取扱場所

株式会社三井住友銀行東京中央支店

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

 

１２【引受け等の概要】

該当事項はありません。

 

１３【振替機関に関する事項】

該当事項はありません。

 

１４【その他】

（１）申込みの方法

申込みの方法は、前記「９ 申込期間及び申込取扱場所（１）申込期間」に記載の申込期間内に前記

「９申込期間及び申込取扱場所（２）申込取扱場所」に記載の申込取扱場所へ前記「１０申込証拠

金」に記載の申込証拠金を添えて行うものとします。

 

（２）申込証拠金の利息、申込証拠金の振替充当

申込証拠金には利息をつけません。申込証拠金のうち、発行価額相当額は、前記「１１ 払込期日及

び払込取扱場所（１）払込期日」に記載の払込期日に本受益権払込金に振替充当します。

 

（３）その他申込み等に関する事項

①本受益権の申込みに当たっては、取扱金融商品取引業者と本証券取引約款を契約する必要があ

り、本受益権の譲渡承諾依頼及び受託者が管理する本受益権に係る信託法第186条に定める受益権

原簿（以下「本受益権原簿」といいます。）の名義書換請求を取扱金融商品取引業者に委託する

ことが必要です。

②本募集に応じて本受益権を取得する者の本受益権原簿への記録日は、払込期日の翌営業日です。

③本受益権は、信託期間中、原則として売却することはできません。

④本受益権の受渡期日は、払込期日と同日（2026年9月14日（月））です。

 

（４）本邦以外の地域での発行

該当事項はありません。

 

（５）追加発行について

発行者は、申込期間中に行われる本受益権の取得の申込数が本募集の発行予定数に満たない場合

に、本募集を中止せず、本受益権の追加発行を行うことがあります。

 

（６）目論見書の電子交付について

本募集における目論見書の提供は、原則として、書面ではなく、電子交付により行われます。
（注）発行者は、電磁的方法による目論見書記載事項の提供を目論見書の電子交付と呼んでいます。目論見書提供者は、目論見書被提供者

から同意を得た上で、目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供した場合、目論見書の交付をしたものとみなされます（金

融商品取引法第27条の30の9第1項、特定有価開示府令第32条の2第1項）。
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第２【内国信託社債券の募集（売出）要項】

該当事項はありません。
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第二部【信託財産情報】

第１【信託財産の状況】

１【概況】

（１）【信託財産に係る法制度の概要】

委託者、受託者及び弁護士千葉 理（以下「受益者代理人」といいます。）の間の2026年7月27日付特

定金外信託受益権（FPG Aircraft Leasing Trust No.35）受益証券発行信託契約（譲渡制限付・為替

ヘッジなし）（以下「本信託契約」といいます。）に基づき設定される信託（以下「本信託」といいま

す。）の当初の信託財産は、本航空機信託契約に基づき設定される信託受益権（以下「本件航空機受益

権」といいます。）及び金銭です。

委託者は、信託設定日に、本件航空機受益権を本航空機委託者から取得したうえで、本信託契約の定

めに従い、受託者に信託譲渡します。本件航空機受益権の各譲渡については、本航空機受託者による確

定日付のある承諾により、本航空機受託者及び本航空機受託者以外の第三者に対する対抗要件が具備さ

れます。

受託者は、信託法、信託業法（平成16年法律第154号。その後の改正を含みます。以下「信託業法」と

いいます。）等の各種関連法令に基づき、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法

令上の義務に従い、信託財産の引受け（受託）を行っています。受託者は、本信託の受益権の保有者

（受益者）に対して、信託財産に属する財産のみをもってその履行責任を負うこととなります。

また、本受益権は、信託法に規定する受益証券発行信託の受益権であり、有価証券として金融商品取

引法の適用を受けます。金融商品取引法第2条第5項及び金融商品取引法第二条に規定する定義に関する

内閣府令（平成5年大蔵省令第14号。その後の改正を含みます。）第14条第2項第2号ハに基づき、委託者

及び受託者が本受益権の共同の発行者です。

 

（２）【信託財産の基本的性格】

本信託の信託財産は、主として本件航空機受益権及び金銭であり、委託者より信託設定日に以下の資

産が信託されるほか、本信託契約の規定に従い、精算受益者により金銭の追加信託がなされる場合があ

ります。本件航空機受益権及び本件航空機受益権の実質的な裏付資産である本件航空機の詳細について

は、後記「２ 信託財産を構成する資産の概要 （２）信託財産を構成する資産の内容」をご参照くださ

い。

資産の種類 内容 価格 比率（注1）

特定金外信託の信託

受益権
本件航空機受益権 未定（注2） 未定

金銭 金銭（注3） 未定（注4） 未定

合計 未定 100.0％

（注1）価格合計に対する当該資産の価格の占める割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。

（注2）本書提出日時点では未定ですが、条件決定日付で委託者が本件航空機受益権の取得に当たって締結する信託受益権売買契約書に記載され

た売買代金等に基づく本件航空機受益権の価格を記載しています。

（注3）本信託契約において、上記金銭は、受託者が開設する金融機関の預金口座に預けられるものとされています。

（注4）本書提出日時点では未定ですが、条件決定日に決定される発行価額の総額及び本件航空機受益権の価格を踏まえて、信託設定日に受託者

が本信託財産において負担する費用の支払その他の目的のために必要な金額を決定します。

 

（３）【信託財産の沿革】

本信託は、信託設定日に、本受益者及び精算受益者のために、信託財産である本件航空機受益権及び

金銭を管理及び処分することを目的に設定されます。
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（４）【信託財産の管理体制等】

①【信託財産の関係法人】

（イ）委託者：合同会社Ｆｂｉｔ第2号

本信託の信託設定を行います。また、受託者とともに、金融商品取引法上、本受益権の発行者

です。

委託者は、本受益権及び精算受益権の当初受益者であり、本受益権及び精算受益権の譲渡に

よって本受益権及び精算受益権の当初受益者の地位が譲受人である本受益者及び精算受益者に承

継されることにより、本信託契約に規定される当該当初受益者の受託者に対する指図権は受益者

代理人及び精算受益者に承継されます。ただし、本受益権の譲渡により委託者の地位は承継され

ません。なお、本信託においては、委託者が解散する等により消滅する場合であっても、本信託

の運営に支障を生じないこととするための仕組みとして、委託者は本信託財産の管理又は処分に

関する指図権を有しておらず、また、本信託契約に規定される当初受益者の受託者に対する指図

権は本受益権及び精算受益権の譲渡後は受益者代理人及び精算受益者が有することとされていま

す。

（ロ）受託者：株式会社ＦＰＧ信託

信託財産の管理及び処分並びに本受益者及び精算受益者の管理を行います。また、委託者とと

もに、本受益権の発行者です。

受託者は、本信託契約の定めに従い、信託事務の一部をアセット・マネージャー及び取扱金融

商品取引業者へ委託します。また、信託業法第22条第3項各号に掲げる業務のほか、信託業務の一

部を第三者に委託することができます。

（ハ）受益者代理人：弁護士　千葉 理

受益者代理人は、全ての本受益者のために当該本受益者の権利（信託法第92条に規定する権利

並びに配当受領権及び償還金受領権（本信託に定める償還金を受領する権利をいいます。以下同

じです。）を除きます。）に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。

また、本信託契約に関する本受益者の行為（信託法第92条に規定する権利並びに配当受領権及

び償還金受領権の行使を除きます。）、又は、本受益者を相手方とする委託者若しくは受託者の

行為については、受益者代理人がこれを行い又は受益者代理人を相手方として行うものとしま

す。

（ニ）アセット・マネージャー：株式会社ＦＰＧ証券

受託者との間で、本信託契約締結日付でアセット・マネジメント契約を締結します。

アセット・マネージャーは、受託者から委託を受けて、本件航空機受益権の運用及び権利行使

並びに義務の履行、本件航空機受益権の売却その他の処分、本信託に関する配当方針の決定その

他の受託者のキャッシュマネジメントに関する業務、受託者が実施する本信託に係る開示に関す

る受託者の有価証券報告書その他の法令に従い提出すべき継続開示書類等の書面、IR等の観点か

ら作成すべき書面（ホームページ等を含みます。）、並びに受託者及びアセット・マネージャー

が別途合意するその他の書面の作成補助等（以下「本件アセット・マネジメント業務」と総称し

ます。）を行います。

（ホ）精算受益者：株式会社ＦＰＧ

信託設定日において委託者から本信託の精算受益権を譲り受け、以降精算受益権を保有する受

益者として、権利の行使及び義務の履行を行います。精算受益者の有する権利及び義務その他の

本信託の精算受益権の詳細は、後記「３ 信託の仕組み（１） 信託の概要　④その他（イ） 精算

受益権」をご参照ください。

（ヘ）取扱会社：株式会社ＦＰＧ証券

委託者及び受託者との間で、2026年7月2日付で一般受益権募集取扱契約を締結し、本受益権の

募集の取扱いを行います。
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（ト）取扱金融商品取引業者： 株式会社ＦＰＧ証券

本受益者との本証券取引約款に従い、本受益権に係る原簿書換請求代理事務を行います。

（チ）本航空機委託者：株式会社ＦＰＧ

本航空機信託の委託者として、本件航空機の購入に要する額に相当する米ドルの金銭を本航空

機受託者に信託し、本航空機信託を組成します。なお、本航空機信託は、委託者指図型信託であ

り、また、本件航空機受益権の譲渡に伴って、本航空機委託者の本航空機信託委託者としての地

位は本件航空機受益権の譲受人には承継されません。したがって、本件航空機受益権が委託者に

譲渡され、さらに本信託の信託財産となった後においても、本航空機委託者は本航空機信託の委

託者として、その信託財産たる本件航空機の購入、処分及び管理並びに金銭の取得、処分及び管

理等について、本航空機受託者に対する指図を行います。

（リ）本航空機受託者兼賃貸人：株式会社ＦＰＧ信託

本受益権の信託財産である本件航空機受益権に係る本航空機信託の受託者として、本航空機信

託の信託財産たる本件航空機の購入、処分及び管理並びに金銭の取得、処分及び管理等を行いま

す。また、本航空機信託契約に従い、航空会社との間で本件航空機に係るオペレーティング・

リース契約（以下「本リース契約」といいます。）の賃貸人として賃借人である航空会社から

リース料を受領する航空機リース事業（以下「本事業」といいます。）を行います。

（ヌ）リース管理会社： FPG Amentum Limited（以下「ＦＰＧアメンタム社」又は「リース管理会

社」といいます。）

本航空機受託者は、ＦＰＧアメンタム社との間で、同社をリース管理会社に任命する2026年4月

27日付Aircraft Lease Management and Remarketing Agreement契約（以下「リース管理契約」と

いいます。）を締結しています。ＦＰＧアメンタム社は、本航空機受託者の委託を受けてリース

管理契約に従い、本件航空機のリースの管理業務（以下「リースの管理業務」といいます。）及

びリマーケティング業務（以下「リマーケティング業務」といい、リースの管理業務と合わせて

「リース管理業務等」と総称します。）に従事しています。リース管理会社は、本航空機委託者

から指図を受けて、本件航空機のリース管理業務等を行います。

 

②【信託財産の運用（管理及び処分）に関する基本的態度】

本信託は、本受益権への投資を通じて、投資者に実質的に単一の航空機を信託財産とした本件航

空機受益権への投資機会を提供することを目的としています。本受益権の実質的な裏付資産である

本件航空機受益権及び本件航空機の詳細については、後記「２ 信託財産を構成する資産の概要

（２）信託財産を構成する資産の内容　①本件航空機受益権」をご参照ください。

受託者は、アセット・マネージャーとの間でアセット・マネジメント契約を締結し、アセット・

マネージャーに、本件航空機受益権の運用及び権利行使並びに義務の履行、本件航空機受益権の売

却その他の処分等に関する業務を委託します。

精算受益者及び受益者代理人は、アセット・マネジメント契約に基づいて必要とされる受託者の

意思決定について、受託者に対し、随時指図を行うものとし、受託者は、受託者の判断を要する事

項を除き、当該指図のみに基づいてアセット・マネジメント契約に基づく行為を行うものとしま

す。また、精算受益者及び受益者代理人は、受託者から必要な指図を行うよう要請があった場合に

は、これに速やかに応じるものとします。

なお、精算受益者が本信託契約の規定に従って金銭を追加信託することはありますが、受託者が

信託財産として新たに本件航空機受益権以外の航空機を信託財産とする信託の受益権を取得するこ

とはありません。

受託者は、本信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって信託事務を処理します。
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③【信託財産の管理体制】

（イ）受託者における管理体制について

本信託財産は、信託法によって、受託者の固有財産や、受託者が受託する他の信託の信託財産

とは分別して管理することが義務付けられています。

受託者の信託財産の管理体制及び信託財産に関するリスク管理体制は、以下のとおりです。ま

た、定期的に外部監査を実施します。なお、受託者の統治に関する事項については、後記「第

三部 受託者、委託者及び関係法人の情報　第１ 受託者の状況　１ 受託者の概況　（２）受託

者の機構」をご参照ください。

a信託財産管理に係る重要事項、適正な管理体制の整備・確立に向けた方針等の決定

取締役会等では、「取締役会規程」等の規程等に基づき、「信託業務運営規程」、「信託財産

運用規程」等を制定し、本信託財産の運用管理に係る重要事項や適正な管理体制の整備・確立

に向けた方針等を定めます。

b信託財産の管理

信託財産管理部は、本信託契約、「信託業務運営規程」「信託財産運用規程」その他の社則等

に基づき本信託財産を管理します。

本信託財産の管理の一部業務については、事務委任先である株式会社ＦＰＧに委託する方法に

よって行い、信託財産管理部は、事務委任先の管理を行います（事務委任先に対する管理体制

に関する事項については、後記「（ロ） 事務委任先に対する管理体制について」をご参照くだ

さい。）。

また、信託財産管理部は、「信託業務に係る外部委託先管理規程」等に従い、管理において問

題が生じた場合には、リスク管理部、業務企画部その他の部署（これらの部署を個別に又は総

称して、以下「信託財産に係る管理部署等」といいます。）へ報告します。信託財産管理部

は、指摘された問題等について、遅滞なく改善に向けた取組みを行います。

cリスクモニタリング

信託財産管理部及びリスク管理部等から独立した業務監査部署である内部監査部が、信託財産

管理部及びリスク管理部等に対し、本信託財産について、諸法令、本信託契約及び社則等を遵

守しながら、信託目的に従って最善の管理が行われているかという観点から、法令・制度変更

その他の環境変化への対応状況等の監査を実施しています。また、内部監査部は、必要に応じ

て、監査対象部署に対し、対応内容等を取り纏めて報告することを求めます。

dリスク管理体制
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リスク管理担当部署を設置し、リスク・コンプライアンス管理・運営のためリスク・コンプラ

イアンス委員会等の委員会を設置しています。受託者のリスク管理に係る組織体制は、上記の

とおりです。取締役会及び各委員会では、各リスクの状況をモニタリングするとともに、リス

ク管理・運営に関する重要事項を審議します。各リスクに係る管理・運営方針は、取締役会及

び各委員会での審議を踏まえ、取締役会が決定します。

（ロ）事務委任先に対する管理体制について

受託者の信託財産管理部は、事務委任先である株式会社ＦＰＧ等の外部委託先を「信託業務に

係る外部委託先管理規程」等の規程に則り、外部委託先として管理しています。信託財産管理

部では、原則として年に1回、外部委託先の業況等の確認を通して外部委託先の業務運営等の適

正性を確認し、必要に応じて指導・助言等を行う体制を整備しています。

 

２【信託財産を構成する資産の概要】

（１）【信託財産を構成する資産に係る法制度の概要】

①信託受益権に係る法制度の概要

信託設定日以降信託財産を構成する本件航空機受益権は信託法に基づく権利です。その概要は、以

下のとおりです。

（イ）受益者の有する権利の概要

本航空機信託は、本航空機受託者がその受益者のためにその信託財産として主として航空機を所有

し、管理及び処分するものであり、その経済的利益と損失は最終的に本件航空機受益権を保有する

受益者に全て帰属することになります。したがって、本件航空機受益権を保有する受益者である受

託者は、本航空機受託者を通じて本件航空機を直接保有する場合と実質的に同様の経済的利益と損

失を有することになります（当該航空機に係る法制度の概要については、後記「②航空機に係る法

制度の概要」をご参照ください。）。

（ロ）信託財産の独立性

本航空機信託においてその信託財産を構成する本件航空機は、形式的には本航空機受託者に属して

いますが、実質的には本件航空機受益権の受益者である受託者のために所有され、管理及び処分さ

れるものであり、本航空機受託者に破産法（平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。）上

の破産手続、民事再生法（平成11年法律第225号。その後の改正を含みます。）上の再生手続又は会

社更生法（平成14年法律第154号。その後の改正を含みます。）上の更生手続（以下「倒産等手続」

といいます。）が開始された場合においても、本航空機受託者の破産財団又は再生債務者若しくは

更生会社である本航空機受託者の財産に属しないことになります。

なお、信託法上、登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができな

い財産については、当該財産が信託財産に属する財産であることを第三者に対抗するためには信託

の登記又は登録が必要とされています。したがって、航空機に関する権利の得喪及び変更に係る登

記又は登録制度が存在する法域との関係で、本航空機受託者が倒産等手続の対象となった場合に、

本件航空機受益権の信託財産を構成する本件航空機について、本航空機受託者の破産財団又は再生

債務者若しくは更生会社である本航空機受託者の財産に属しないことを破産管財人等の第三者に対

抗するためには、当該本件航空機に信託設定の登記又は登録を備えておく必要があります。

（ハ）本件航空機受益権の譲渡性

本件航空機受益権は、信託法に定める受益権として、一般に譲渡可能な権利とされています。その

譲渡の第三者対抗要件は、確定日付のある証書による譲渡人の本航空機受託者に対する通知又は本

航空機受託者による承諾によって具備されます。

なお、本航空機信託契約においては、本件航空機受益権を譲渡する場合に本航空機受託者の承諾が

必要とされています。

（ニ）本件航空機受益権の利用及び売却に関する法制度の概要

本件航空機受益権は、信託法に定める受益権であり、その利用及び売却については、上記「（ハ）

本件航空機受益権の譲渡性」に記載の制限を受けるほか、民法（明治29年法律第89号。その後の改

正を含みます。）、商法（明治32年法律第48号。その後の改正を含みます。）及び信託法といった
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法令の適用を受けるほか、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利とし

て、金融商品取引法等の行政法規の適用を受けます。

②航空機に係る法制度の概要

信託財産を構成する本件航空機受益権の裏付けとなる資産は主として本件航空機であり、航空機に

関しては以下の制限があります。

（イ）航空機の利用等に関する法制度の概要

一般的に航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならないこ

ととされています。耐空証明をするにあたり、管轄当局はその航空機の設計、製造過程、完成後の

現状について検査を行い、安全確保及び環境保全のための基準に適合していると認めた場合に耐空

証明書（airworthiness certificate）を発行します。日本においては国土交通大臣が耐空証明を行

うとされており（航空法第10条）、欧州連合（EU）においては、欧州航空安全庁 （The European

Union Aviation Safety Agency、略称EASA）の管轄のもと、EU規則（Regulation (EC) No 216/2008

of the European Parliament）に基づき、加盟国の当局が耐空証明書を発行します。賃借人である

航空会社の本社が所在するスペインにおいてはスペイン航空安全庁（Agencia Estatal de

Seguridad Aérea）がこれに当たります。

（ロ）航空機の賃貸借に関する法制度の概要

スペインにおいて、航空機のリースについては、リース賃借人に対する権利行使や権利の優先順位

の確保のためにリース契約等の公証、届出、登録等は必要とされていません。また、リース賃借人

による賃料の支払いについては、高金利の賦課を制限する利息制限法（Law of 25th July 1908 on

the repression of usury）以外に特段の規制はありません。スペインにおいて、賃貸借の対象とな

る航空機の登録はリース賃借人名義で行われ、リース賃貸人の所有者としての登録は動産登録

（Register of Goods and Chattels (“Registro de Bienes Muebles”)）により行われます。

（ハ）航空機の売却に関する法制度の概要

スペインにおいては、航空機機材の売却を対象とする規制や許認可等の制度はありません。
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（２）【信託財産を構成する資産の内容】

本信託は、信託設定日に、主として本件航空機受益権及び金銭の管理及び処分を目的に設定されま

す。したがって、本書の日付現在、信託財産を構成する資産はありませんが、信託設定日において

は、本件航空機受益権及び金銭が信託財産となります。

①本件航空機受益権

受託者：株式会社ＦＰＧ信託

主たる信託財産：以下に記載の本件航空機

本航空機信託契約の概要：以下に記載のとおりです。

（信託設定日時点の予定）

本件航空機（主たる信託財産）

機種：エアバスA321-200型航空機　1機

製造年月：2017年4月、製造番号：7621　登録記号：EC-MQL

搭載エンジン：IAE社製 V2533-A5 2基、座席数：220席

スペック：全長44.5m全幅34.1m全高11.7m

最大離陸重量：196,211lb（約89,000kg）

※上記の搭載エンジンは、本航空機信託の信託財産となるエンジン

であり、本件航空機の製造時における搭載エンジンです。リース期

間中において、上記の搭載エンジンは本件航空機と異なる機体に搭

載されたうえで運用に供される場合があり、また本件航空機に上記

の搭載エンジンと異なる信託財産外のエンジンが搭載されたうえで

運用に供される場合があります。さらに、本航空機信託の信託財産

となる搭載エンジンも、リース契約で認められている範囲で、他の

エンジンと交換となる可能性があります。

A321-200型の特徴：A321-200型は、A320ファミリー（A318、A319、

A320、A321）最大の機体サイズを誇る。ベストセラー機A320の胴体

を延長した長胴型モデル。1997年4月、ローンチカスタマーのモ

ナーク航空へ初納入。1クラス又は2クラス仕様で、座席数は185～

220席まで対応。

単通路機ながら中距離路線にも対応する高い汎用性が特徴。その優

れた経済性と輸送能力により、世界の主要航空会社で主力機として

活躍。2017年には後継機種A321neoが就航。2021年のデルタ航空向

けを最後に最終納入を完了し、現在は生産終了。ナローボディ機の

常識を覆す収益性の高さから、LCCからフルサービスキャリアまで

幅広く支持されたベストセラー機。
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鑑定評価額

鑑定会社3社（IBA社、Alton社、Avitas社）による航空機鑑定評価

書によると、本件航空機の2026年6月を価格時点とする鑑定評価額

は、以下のとおりです。

1. IBA社

(1) 鑑定会社名：IBA Group Limited

(2) 鑑定評価額：42,072,000ドル

(3) 価格時点：2026年6月

(4) 評価方法：Full-Life Market value

2. Alton社

(1) 鑑定会社名：Alton Aviation Consultancy

(2) 鑑定評価額：44.7百万ドル

(3) 価格時点：2026年6月15日

(4) 評価方法： Full-Life Market value

3. Avitas社

(1) 鑑定会社名：AVITAS, Inc.

(2) 鑑定評価額：45.5百万ドル

(3) 価格時点：2026年6月12日

(4) 評価方法： Full-Life Adjusted Market value

委託者兼当初受益者

（本航空機委託者）
株式会社ＦＰＧ

受託者

（本航空機受託者）
株式会社ＦＰＧ信託

信託目的
本航空機委託者が信託した金銭により本件航空機を購入・管理

（リース運用）・処分すること

信託契約

（特定金外信託契約）

本航空機委託者は、本航空機受託者に対してリース運用対象物件で

ある本件航空機購入に要する額に相当する米ドルの金銭（信託元

本）を特定金外信託契約書（本航空機信託）に基づき信託し、本航

空機受託者はその金銭を用いて、本航空機委託者の指図に基づき

リース運用対象物件である本件航空機を購入しています。

本件航空機のリース取引

本航空機受託者は、本航空機委託者の指図に従い、賃借人（ブエリ

ング航空）との間で本件航空機に係るオペレーティング・リース契

約に基づく賃貸人の地位を承継し、本件航空機を賃借人に貸し付け

る事業を行います。本航空機受託者は、リース期間中は賃借人から

リース料を受け取り、リース終了時には賃借人から本件航空機の返

還を受けるとともに返還調整金を金銭で受け取ります。

本件航空機の管理運用等

本航空機受託者は、本航空機委託者の指図に従い、リース管理会社

（ＦＰＧアメンタム社）とリース管理契約を締結し、当該契約に定

めるリース管理業務等をリース管理会社に委託します。

本件航空機の売却

本航空機受託者は、本航空機委託者の指図に従いリース管理会社を

して信託財産の売却活動を行わせ、本航空機委託者の指図に従って

処分を行います。なお、かかる売却処分には、本航空機信託契約の

規定に従って、本件航空機を構成する各部品を解体して当該部品を

売却することを含みます。
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本航空機信託の信託業務の範

囲・内容

本航空機受託者は、本航空機信託契約の規定に従い、専ら本航空機

委託者の指図に従ってのみ本航空機信託の信託財産の管理、運用及

び処分を行います。なお、本航空機委託者によるリース契約の条件

の重大な変更・対象航空機の管理に関する重要な判断・対象航空機

の売却の指図に当たっては、予め本件航空機信託の受益者の意見を

聴取して、当該指図を行うものとしています。

本件航空機の公示・登録

本航空機受託者の名義で本件航空機がスペイン動産登記所へ登録さ

れ、本航空機受託者が所有者であることを明記した金属板が標識と

して機体及び各エンジンに取り付けられています。

本航空機信託の信託期間

2026年4月10日から2031年10月31日まで（本航空機委託者及び本航

空機受託者が別途合意し、期間を延長した場合を除きます。なお、

本航空機委託者が信託期間の延長を希望する場合には、本航空機委

託者は本航空機信託の信託期間満了日の3か月前までに本航空機受

託者に対して申出を行い本航空機委託者及び本航空機受託者が合意

した場合には信託期間を延長することが可能です。）。

本航空機信託の計算期日
毎年1月末日及び信託終了日（本件航空機受益権譲渡後の初回の計

算期日は2027年1月末日となります。）。

本航空機信託の終了事由

本航空機信託は、本航空機信託の信託期間満了日が到来したときの

ほか、信託法第163条に定める場合又は本航空機信託契約の定めに

より本航空機受託者が本件航空機の全部を売却した場合等であっ

て、本航空機信託契約の定めにより本航空機受託者が本航空機信託

を終了させたときに終了します。

本航空機信託の配当金

本航空機信託の計算期日（毎年1月末日）の翌月10営業日までに、

計算期間における信託の収益から費用等の支出を差し引いた額を配

当原資として、配当金が本航空機信託の受益者に支払われます。

※当該計算期間に属する月次交付金の基準日に関して本航空機信託

の受益者に交付されていた月次交付金は当該計算期間における配

当金として交付されたものとみなされます。なお、ある計算期間

に属する月次交付金の基準日に関して本航空機信託の受益者に交

付されていた月次交付金の合計額が、当該計算期間における純収

益（当該計算期間より前の計算期間からの繰越損失があるとき

は、それを填補した後の純収益とする。）の金額を超過している

場合には、本航空機信託の受益者は、当該超過額について、本航

空機受託者所定の方法により、速やかに本航空機信託受託者に返

還するものとされています。月次交付金の詳細については、後記

「本航空機信託の月次交付金」をご参照ください。

※最終の計算期間については、本件航空機の売却先との取決め等に

より、売却代金支払日が信託終了日以降になる場合、最終回の配

当金交付日が予定より遅れることがあります。

※本航空機信託の配当金の送金時には現状では銀行手数料は差し引

かれていませんが、今後差し引かれる場合があります。また、当

該配当金の受領時において本航空機受託者の外貨預金口座開設銀

行により手数料が差し引かれる場合があります。
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本航空機信託の月次交付金

配当支払月を除く毎月第10営業日までに、前月月額リース料から月

額リース管理手数料、月額信託期中報酬及び月額委託者報酬を控除

した金額が、月次交付金として本航空機信託の受益者に支払われま

す。

月次交付金額=リース料-(リース管理手数料+信託期中報酬(税込)+

委託者報酬(税込)+本借入関連費用

※月次交付金の送金時には現状では銀行手数料は差し引かれていま

せんが、今後差し引かれる場合があります。また、月次交付金の受

領時においては本航空機受託者の外貨預金口座開設銀行により手数

料が差し引かれる場合があります。

本航空機信託の準備金積立金

（金銭）
300,000米ドル

本航空機受託者の信託期中報酬

各計算期間当たり受領したリース料の0.3％（税前。計算期間が1か

月に満たない場合は日割り計算）の報酬が信託財産から本航空機受

託者に支払われます。

ただし、分配停止事由が発生している場合には本借入れに係る金銭

消費貸借契約に定める分配停止事由の解消後に支払われます。

本航空機委託者の報酬

本航空機委託者報酬

本航空機委託者は、本航空機信託契約に基づき事業を遂行する対価

（以下「本航空機委託者報酬」といいます。）として、各計算期間

当たり受領したリース料の0.3％を収受することができ、かかる本

航空機委託者報酬は本航空機信託の費用に含まれるものとします。

ただし、本航空機委託者報酬の金額は、1年を365日とする日割り計

算によります。

売却時報酬

本件航空機の売却を行った場合、売却価格の1.5％を本航空機委託

者報酬として収受します。

売却時報酬は、本航空機信託が本件航空機を売却し、かつ、当該売

却に伴いレンダーに対して支払うべき本航空機信託の債務を弁済し

た日に支払います。

成功報酬

本件航空機売却による本航空機信託の受益者の受領金(期中の月次

交付金、配当金及び元本交付金の合計)が受益者たる委託者が受益

者の地位を譲渡した金額の20％を上回る場合には、その超過分の

10％を本航空機委託者への成功報酬として支払います。

ただし、分配停止事由が発生している場合には本借入れに係る金銭

消費貸借契約に定める分配停止事由の解消後に支払われます。

信託財産限定責任負担債務 （ロ）信託財産限定責任負担債務に記載
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（イ）リース契約の概要

本件航空機に関するオペレーティング・リース契約の概要は、以下のとおりです。賃借人との間

で締結された秘密保持契約に基づき一部項目を非開示としております。またリース期間について

は、双方合意の上、延長することがあります。

リース対象物件 2017年製造 エアバスA321-200型航空機 １機　(本件航空機)

賃 貸 人 株式会社ＦＰＧ信託（本航空機受託者）

※　本件航空機の購入に際して、本航空機信託契約の規定に基づ

き、本リース契約上の賃貸人の地位を承継します。

賃 借 人 Vueling Airlines S.A.（ブエリング航空）

・本店所在地　スペイン　バルセロナ

・事業内容　旅客輸送、貨物輸送など

・ 株 主 　International Consolidated Airlines Group S.A. が

99.49%（直接保有50.10%、スペインでの持株会社であるIB Opco

Holdings S.L.を通じて49.39%）、0.51%を個人投資家が保有

リース譲受日 2026年6月26日

リース満了日 2031年4月24日

延長オプション 賃借人は、リース満了日の12か月前までの書面による通知により、

2031年4月25日から2032年10月24日までの18か月間、リースを延長

することが可能です。

リース料 非開示

保 険 リース期間中、賃借人は自らの費用負担により、本リース契約に基

づき損害保険（戦争保険を含みます。）及び第三者賠償責任保険を

付保する義務を負います。保険金額は、本件航空機の簿価にほぼ見

合う金額となっています。なお、保険金額は毎年一定割合ずつ低減

していきます。本件航空機が全損となった場合には、保険金請求金

額の全額が賃貸人に支払われます。なお、本件航空機が全損となっ

た場合には、保険金支払いの有無にかかわらず、賃借人は賃貸人に

対して保険金額と同額を支払う義務を負っています。

規定損害金 非開示

保守・整備 リース期間中、賃借人は自らの責任と費用負担により、航空当局や

メーカーが承認した規定に従い本件航空機（搭載エンジンや部品を

含みます。）の点検・整備を行います。また、同じく航空当局や

メーカーが要求する内容での整備記録やマニュアルを整備し、修

理・改修・部品交換・増設などの履歴を文書にて記録します。

購入選択権 なし

メンテナンス・リザーブ なし

セキュリティ・デポジット レター・オブ・クレジット（信用状）による差し入れ。金額は非開

示。

（レター・オブ・クレジットとは賃貸人が承認する金融機関が発行

する信用状で、賃借人のリース料などの支払い債務を一定額まで保

証します。）

リース契約終了時に賃借人の債務不履行等が発生しなかった場合、

レター・オブ・クレジットは賃借人に返還されます。
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返 還 条 件 賃借人が本件航空機を返還する場合には、賃貸人が指定する場所に

返還しなければなりません。その際に賃借人は、リース契約上規定

される下記の物理的返還条件を充足する義務があります。

（主な物理的返還条件） ①耐空証明を有すること

②定期便運航エアラインの標準に沿って整備された良好な状態であ

ること

③機体及び各構造部材：

一定の整備寿命があること

④エンジン及びエンジン周辺装置：

次の重整備まで4,000飛行時間以上かつ3,000サイクルの整備寿命

があること

LLP（寿命制限部品）に一定期間以上の整備寿命があること

⑤着陸装置及びその周辺部品：

次のオーバーホールまで一定期間以上かつ24か月以上かつ5,000サ

イクルの整備寿命があること

⑥補助動力装置：使用可能な状態であること

（返還調整金） 賃借人は、機体返還時に物理的返還条件を満たさない場合には物理

的返還条件を満たすために必要な機体の重整備やエンジンのオー

バーホール等の費用に充当する目的で返還調整金を賃貸人に支払う

義務があります。

 

なお、本書の日付現在において本件航空機受益権の信託財産たる本件航空機について締結されて

いる本リース契約に係る賃料について延滞は発生していません。

 

（ロ）本借入れ

本航空機受託者は、本件航空機の取得に当たり、本航空機信託の信託財産を責任財産とする責任

財産限定特約付きの借入れ（本書において「本借入れ」といいます。）を行う予定です。本借入れ

の内容は、以下のとおりです。なお、本借入れは、利払い及び元本の返済の順位において、本件航

空機受益権に基づく配当その他の債権に優先することが予定されています。

なお、上記の通り、本書の日付現在、本航空機受託者は本借入れを行うことを予定しています

が、今後、市場の金利動向等を考慮した上で、投資家利益の最大化の観点から、条件決定日までに

本借入れの実施の中止を判断する場合があります。

借入予定先（本書において「レ

ンダー」といいます。）

株式会社三菱UFJ銀行ロンドン支店

借入予定金額 4,000,000USドル（タームローン）

利払期日 毎月5日（ただし、営業日でない場合は、直前の営業日）。

予定返済期日及び最終返済期日も利払期日に含まれます。

金利 変動金利

別途、金利スワップ契約を締結予定。

予定返済期日 本借入れ：2031年4月24日を超えない範囲で借入人としての本航空

機受託者が提示しレンダーが合意した日（ただし、営業日でない場

合は、直前の営業日）。また、借入人としての本航空機受託者の要

請により約定返済（アモチゼーション）を設定した場合は毎回の約

定返済日。
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最終返済期日（本借入れ 2031年4月24日を超えない範囲で借入人としての本航空機受託者が

提示しレンダーが合意した日（ただし、営業日でない場合は、直前

の営業日）。ただし借入人としての本航空機受託者の要請により最

大120日間の延期が可能。

裏付資産 本件航空機等
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担保の状況 リース料受取口座への質権

本件航空機への担保権

リース債権譲渡担保

本借入れに関する分配停止 該当なし
（注）本書の日付現在の予定であり、最終的な借入条件は借入実行の時点までに変更される可能性があります。

 

②金銭

資産の種類 金銭

銀行預金 未定（注）

（注）本書提出日時点では未定ですが、条件決定日に決定される発行価額の総額及び本件航空機受益権の価格を踏まえて、信託設定日に受託者が

本信託財産において負担する費用の支払その他の目的のために必要な金額を決定します。

 

③本件航空機受益権選定の理由

本航空機委託者は、本航空機信託契約締結に当たり、本件航空機に関して、本航空機委託者所定

の基準による収益性調査及び市場調査等の調査を実施し、その収益性に関する重大な懸念事項が存

在しないことを確認しています。また、2026年6月に、複数の鑑定評価書を取得してその資産価値に

ついて第三者専門家による意見を取得しています。委託者は、本件航空機受益権を選定するに当た

り、かかる本航空機委託者が本件航空機を選定する際に入手した情報及び検討結果並びに本件航空

機の取得に当たり本航空機受託者が予定している本借入れの内容に関する情報の提供を受けていま

す。

 

（３）【信託財産を構成する資産の回収方法】

該当事項はありません。
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３【信託の仕組み】

（１）【信託の概要】

①【信託の基本的仕組み】

（イ）本信託のスキーム

委託者と受託者との間で本受益権を発行する旨を定めた信託契約が締結され、受託者は、当該信

託契約に基づき、委託者が信託設定日に拠出した本件航空機受益権及び金銭並びに精算受益者が

追加信託により拠出することのある金銭を管理及び処分します。詳細については、前記「１ 概

況　（４）信託財産の管理体制等　① 信託財産の関係法人」をご参照ください。

また、本信託の償還については、後記「④ その他　（ニ）最終信託配当及び償還」をご参照くだ

さい。

本受益権について、信託法第185条第2項により受益証券は発行されません。

 

＜本信託のスキーム図＞

(注)関連当事者間の取引について

(1)株式会社ＦＰＧは、株式会社ＦＰＧ信託（航空機受託者兼受託者）及び株式会社ＦＰＧ証券の

100％親会社でありＦＰＧアメンタム社の親会社（議決権の86.9％保有）です。また、株式会社Ｆ

ＰＧは委託者の出資持分の100％を保有しています。

(2)本信託の上記本信託のスキーム図に示したスキーム（以下「本スキーム」といいます。）におい

て、株式会社ＦＰＧは、本航空機委託者兼航空機信託の指図人、本信託の委託者への売主である

とともに、取扱会社から投資家紹介の業務委託を受ける金融商品仲介業者、受託者との間でコ

ミットメントライン契約を締結する貸金業者であり、また、受託者との間で本件航空機受益権の

米ドル収益を円貨に転換する両替取引を行う可能性があります。

(3)本スキームにおいて、株式会社ＦＰＧ信託は、運用型信託会社として、本航空機信託及び本信託

の受託者です。また、本航空機信託において本リース契約の賃貸人及び本借入れの借入人です。

さらに、本信託においてコミットメントライン契約（下記「（ロ）本信託のスキームの概要　dコ

ミットメントライン契約」において定義します。）の借入人及び米ドル収益を円貨に転換する両

替取引の委託者です。

(4)本スキームにおいて、株式会社ＦＰＧ証券は、第一種金融商品取引業者として、本受益権の募集

の取扱い及び本受益権に係る原簿書換請求代理事務を行う取扱会社兼取扱金融商品取引業者であ

り、また、受託者との間でアセット・マネジメント契約を締結し、投資運用業者として本信託の

ために本件アセット・マネジメント業務を行います。なお、株式会社ＦＰＧ証券は、取扱会社と
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して本受益権の募集取扱業務に関して、金融商品仲介業者である株式会社ＦＰＧとの間で本受益

権の販売に係る業務委託契約を締結します。

(5)本スキームにおいて、ＦＰＧアメンタム社は、リース管理会社として、株式会社ＦＰＧが委託者

として指図を行う本航空機信託の受託者のためにリース管理業務等を行います。

(6)本スキームにおける関係当事者間の取引に関するリスクにつきましては、後記「５投資リスク⑤

仕組みに関するリスク（ロ）その他の仕組みに関するリスク （関係者間取引に関連するリス

ク）」をご参照ください。

 

（ロ）本信託のスキームの概要

a本証券取引約款（原簿書換請求代理事務）

取扱金融商品取引業者は、予め本受益者と締結した本証券取引約款に基づき、受益者に代わり本

受益権原簿の書換請求を行います。

bアセット・マネジメント契約

アセット・マネージャーは、受託者との間で、本信託契約締結日付でアセット・マネジメント契

約を締結し、アセット・マネージャーは、本件アセット・マネジメント業務を行います。

c本航空機信託契約

受託者は、本件航空機受益権を譲り受けることにより、委託者の本航空機信託の受益者としての

地位を承継します。本航空機信託契約及び本航空機信託の詳細については、前記「（２）信託財

産を構成する資産の内容　①本件航空機受益権」をご参照ください。

dコミットメントライン契約

本信託は、特定受益証券発行信託の該当性を維持する目的その他やむを得ない資金需要に対応す

る目的で、信託設定日付で、株式会社ＦＰＧとの間でコミットメントライン契約（以下「コミッ

トメントライン契約」といいます。）を締結します。コミットメントライン契約の内容は、以下

のとおりです。

借入予定先 株式会社ＦＰＧ

コミットメント予定額 金100,000,000円

コミットメントフィー 金100,000円（コミットメント額の0.1%、消費税不課税）

利払期日 個別貸付毎に決定

金利 固定金利（個別貸付毎に決定）

返済期日 個別貸付について借入人としての受託者が示す返済期日

裏付資産 本件航空機受益権

担保の状況 該当なし

借入れに関する分配停止 該当なし
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②【信託財産の運用（管理及び処分）に関する事項】

（イ）管理及び処分の方法について

a本件航空機受益権

受託者は、本件航空機受益権を譲り受けることにより、委託者の本航空機信託の受益者とし

ての地位を承継します。受託者は、信託財産である本件航空機受益権及び金銭を固有財産及び

他の信託財産と分別して管理します。受託者は、本信託の本旨に従い、善良な管理者の注意を

もって、受益者のために忠実に信託事務の処理その他の行為を行います。また、受託者は、本

件航空機受益権の管理、運用及び処分その他の本信託の目的の達成のために必要な一切の行為

を本信託契約に従って行う権限を有します。受託者は、これらの業務を行うため、アセット・

マネージャーとの間でアセット・マネジメント契約を締結し、アセット・マネージャーに対

し、本件アセット・マネジメント業務を委託します。また、受託者は、アセット・マネー

ジャーの指図に基づき、本航空機信託の受益者として、本航空機信託契約及び本信託契約に基

づき、本信託財産から費用の前払いを行う場合があります。

受託者は、委託者又は本信託財産からの信託報酬その他の信託費用の支払いが滞った場合に

は、受託者の判断によって、本件航空機受益権を合理的な価格で売却することができます。た

だし、受託者は支払いが滞ることが合理的に見込まれた時点で、合理的期間を設けて精算受益

者に通知するものとし、当該期間内に精算受益者による追加信託が行われた場合は、この限り

ではありません。

なお、アセット・マネージャーの本書の日付現在における本件航空機受益権の取得、処分、

運営及び管理等並びに金銭の取得、処分及び管理等に関する業務の方針は、以下のとおりで

す。ただし、当該方針は本書の日付現在の内容であり、今後変更される場合があります。

＜アセット・マネージャーによる業務の方針＞

取得方針 本件航空機受益権以外の新たな信託受益権の購入は行いません。

借入方針 新たな信託受益権の購入を目的とした新規借入れは行いません。

ただし、受託者は、信託設定日においてコミットメントライン契約を

締結し、運用期間中に資金需要が発生した場合には、受益者代理人及

び精算受益者による指図又はアセット・マネージャーの決定により、

コミットメントライン(融資枠)を用いた借入れを行う場合がありま

す。

運用期間中に余剰資金が発生した場合で借入がある場合、一部期限前

弁済をアセット・マネージャーの判断で行う場合があります。

運営管理方針 アセット・マネージャーは、本航空機委託者が作成する本件航空機の

収支計画を踏まえた事業計画を策定し、計画的な資産運用を行いま

す。本航空機委託者がリース管理者とともに行う本件航空機の賃貸運

営の状況把握又はモニタリングを実施し、計画に沿った運営管理を実

行・維持します。
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配当方針 原則として、各計算期日の翌日（同日を含みます。）から、その後に

最初に到来する計算期日（同日を含みます。）までの各信託計算期間

（なお、初回の信託計算期間は信託設定日（同日を含みます。）から

2027年2月末日（同日を含みます。）とします。）にわが国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行

に準拠して計算される利益の全額を配当します。また、本信託の安定

性維持のため、利益の一部を留保又はその他の処理を行うことがあり

ます。ただし、未分配の利益剰余金が本受益権の1,000分の25を超え

ないものとします。

また、本信託においては、アセット・マネージャーが決定した場合に

は、各元本一部払戻日において、受益証券発行信託計算規則第25条の

2に基づき、対象となる信託計算期間における当期未処分利益を超え

る金額の分配（元本の一部減少に伴う払戻し）を、行うことができま

す。

なお、本借入れに関して期限の利益喪失事由が発生している場合等一

定の場合には、本借入関連契約の定めに従い、本航空機信託契約に基

づく配当が停止又は制限されることがあり、その場合には、本信託契

約に係る配当が行われない場合があります。

売却方針 原則として、本件航空機受益権の売却は行いません。ただし、アセッ

ト・マネージャーは、本信託契約の定めに従い、信託財産売却期限ま

でに本航空機信託を終了させることができないことが見込まれた場

合、又は残存する本信託財産が本件航空機となった場合には、信託財

産売却期限までに本件航空機受益権又は本件航空機を合理的な価格で

売却します。また、受益者代理人及び精算受益者並びにアセット・マ

ネージャーが別途合意する場合には、その合意する日まで売却期限を

延長することができます。

なお、かかる本件航空機受益権の売却に当たって、アセット・マネー

ジャー及び受託者は、本受益者の利益に資すると判断する場合には、

それぞれ利害関係人との取引のためにアセット・マネジメント契約、

本信託契約その他法令上必要とされる措置を図ったうえで、アセッ

ト・マネージャー又は本航空機委託者を相手方とする売買取引を行う

場合があります。

開示方針 アセット・マネージャーは、本書の日付現在、本信託の決算につい

て、各信託計算期間終了日から2か月後以内の日を決算発表日（以下

「決算発表日」といいます。）（初回の信託計算期間終了日は2027年

2月末日、初回の決算発表日は2027年4月末日までの日とし、アセッ

ト・マネージャーが開設済みのインターネット上のウェブサイトにお

いて公表する方針です。
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また、本件航空機受益権が委託者に譲渡され、さらに本信託の信託財産となった後において

も、本航空機委託者は本航空機信託の委託者として、その信託財産たる本件航空機の購入、処

分及び管理並びに金銭の取得、処分及び管理等について、本航空機受託者に対する指図を行い

ます。なお、本航空機委託者の本書の日付現在における本件航空機の取得、処分及び管理並び

に金銭の取得、処分及び管理等に関する業務の方針は、以下のとおりです。ただし、当該方針

は本書の日付現在の内容であり、今後変更される場合があります。

＜本航空機委託者による業務の方針＞

取得方針 本件航空機以外の新たな航空機の購入は行いません。

借入方針 新たな航空機の購入を目的とした新規借入れは行いません。

運用期間中に余剰資金が発生した場合本借入れの一部期限前弁済を本

航空機委託者の判断で行う場合があります。

運営管理方針 本航空機委託者は、本件航空機の収支計画を踏まえた事業計画を策定

し、計画的な資産運用を行います。本航空機委託者は、事業計画に基

づきリース管理者とともに行う本件航空機の賃貸運営の状況把握又は

モニタリングを実施し、計画に沿った運営管理を実行・維持します。

本件航空機における

損害保険付保方針

災害や事故等による本件航空機の滅失、対人・対物事故による第三者

からの損害賠償請求によるリスクを回避するため、本件航空機の特性

に応じて賃借人により損害保険（損害保険・賠償責任保険・戦争保険

等）を付保します。

売却方針 本航空機委託者は原則として、2031年4月25日から2032年2月末日まで

の期間中に本件航空機の売却の指図を行う方針です。売却の指図に当

たっては、あらかじめ本航空機信託の受益者の意見を聴取します。

ただし、信託設定日である2026年9月14日から2031年4月24日までの間

に、本航空機委託者が知る限りにおいて、本航空機委託者及びリース

管理会社を通じて本航空機信託の受益者の利益最大化に資すると判断

する売却機会を得た場合には、当該期間において本件航空機を早期売

却する場合があります。

なお、本借入関連契約に定めるデフォルト事由が生じた場合には、レ

ンダーは、本借入関連契約の定めに従い、本件航空機を売却する権限

を取得する旨が合意される予定です。そのため、本借入関連契約に定

めるデフォルト事由が生じた場合には、上記にかかわらず本件航空機

が売却される場合があります。

これらの本件航空機の売却が行われた場合、本航空機信託は終了しま

す。

また、本航空機委託者は、本件航空機に係るオペレーティング・リー

ス契約が延長された場合などには、本航空機受託者との合意に基づ

き、2034年2月末日までを限度として本航空機信託の期間延長を決定

する場合があります。
（注）上記「売却方針」では、本航空機委託者が想定している2031年4月25日から2032年2月末日までの期間の売却との関係の理解を

容易にするため、当該期間の売却を原則とした上で、「早期売却」等の用語を用いています。本航空機委託者は運用に際し、

本航空機信託を通じて本航空機信託の受益者の利益最大化を図るため売却機会の探索に従事しますが、かかる売却機会が存在

することを保証又は約束するものではなく、上記の原則及び用語は、当該時期に売却及び償還が行われることを保証又は約束

するものではありません。
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b金銭

受託者は、特段の事情がない限り、本信託財産に属する金銭を国内銀行の預金で運用しま

す。また、本航空機受託者は、特段の事情がない限り、本航空機信託の信託財産に属する金銭

を国内銀行の国内支店及び海外支店の預金で運用します。

（ロ）利害関係人、他の信託財産との取引

信託業法上「自己又はその利害関係人と信託財産との間における取引」については原則禁止

されているところ、受託者は、株式会社ＦＰＧを親会社とする連結グループ会社に属し、本ス

キームにおける信託財産と当該連結グループ会社との取引（前記「①信託の基本的仕組み　

（イ）本信託のスキーム」の＜本信託スキーム図＞及びその注記をご参照下さい。）につきま

しては、信託業法第29条第2項柱書に定める信託行為において当該取引を行う旨及び当該取引の

概要について定めを設け、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令

で定める取引条件を充足させることによって、同法が定める禁止規定の例外に該当する取引条

件を設定する対応をしております。

（ハ）運用制限等

本件航空機受益権及び金銭以外の保有はしません。

（ニ）信託計算期間

毎年2月の末日並びに信託終了日を計算期日とし、各計算期日の翌日（同日を含みます。）か

ら、その後に最初に到来する計算期日（同日を含みます。）までの期間を信託計算期間としま

す。ただし、初回の信託計算期間は信託設定日（同日を含みます。）から2027年2月末日（同日

を含みます。）までとします。

（ホ）収益金等の分配

本信託は、原則として各信託計算期間における当期未処分利益の全額を配当するものとしま

す。詳細は、前記「第一部 証券情報　第１ 内国信託受益証券の募集（売出）要項　５ 給付の

内容、時期及び場所　（１）分配金」をご参照ください。

EDINET提出書類

株式会社ＦＰＧ信託(E38599)

有価証券届出書（内国信託受益証券等）

29/88



（ヘ）信託報酬等

各報酬の計算式における用語の定義は以下の通りです。

当初元本金額：信託設定日における一般受益権の元本金額

計算期日元本金額：当初元本金額÷信託設定時の米ドル円為替レート×計算期日（当該日が

営業日でない場合には前営業日とします。）の米ドル円為替レート

実日数：期中報酬支払日に対応する信託計算期間に含まれる実日数

受託者負担実費相当額：本信託契約締結日（同日を含みます。）から信託設定日（同日を含

みます。）までの間に受託者が本信託に関して負担した実費（消費

税等を含みます。）相当額

a受託者に関する信託報酬等

受託者は、本信託財産より、以下の信託報酬等を収受します。

種類 信託報酬の額及び支払時期

当初信託報酬 以下の算式により算出される金額（1円未満の端数は切り捨てま

す。）

　当初元本金額×0.2%（税込0.22%）＋受託者負担実費相当額

当初信託報酬の支払時期は、信託設定日以降の委託者及び受託者が別

途合意した日です。

期中信託報酬 信託計算期間毎に、以下の算式により算出される金額（除算は最後に

行うこととし、1円未満の端数は切り捨てます。）

計算期日元本金額×0.1%（税込0.11%）×実日数÷365（1年を365日

とする日割計算）

期中信託報酬の支払時期は、各計算期日の属する月の翌月末日（当該

日が営業日でない場合には前営業日とします。）であり、各年2月に

到来する期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間は前年3月1日

（同日を含みます。）から翌年2月末日（同日を含みます。）です。

ただし、初回の期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間は信託設

定日（同日を含みます。）から2027年2月末日（同日を含みます。）

です。

終了時信託報酬 以下の算式により算出される金額（1円未満の端数は切り捨てま

す。）

　計算期日元本金額×0.2%（税込0.22%）

終了時信託報酬の支払時期は、信託終了日以降の委託者及び受託者が

別途合意した日です。

清算時信託報酬 以下の算式により算出される金額（1円未満の端数は切り捨てま

す。）

信託終了日の翌日以降に生じる、本信託財産に属する金銭の預金利

息相当額

清算時信託報酬の支払時期は、信託の清算が結了した日です。

b本航空機受託者に対する報酬等

本航空機受託者は、本航空機信託契約に基づく信託業務の対価として、本航空機信託契約の

規定に従い、信託報酬を、信託財産から収受します。詳細は前記「２ 信託財産を構成する資産

の概要　（２）信託財産を構成する資産の内容　①本件航空機受益権」をご参照ください。

c本航空機委託者に関する報酬等

本航空機委託者は、本航空機信託契約に基づき事業を遂行する対価として、本航空機信託契

約の規定に従い、本航空機委託者報酬を、信託財産から収受します。詳細は前記「２ 信託財産

を構成する資産の概要　（２）信託財産を構成する資産の内容　①本件航空機受益権」をご参

照ください。
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dアセット・マネージャーに関する報酬等

アセット・マネージャーは、アセット・マネジメント契約に基づき、本信託財産より、以下

の報酬を収受します。

種類 報酬の額及び支払時期

当初アセット・マネ

ジメント報酬

受託者は、アセット・マネージャーに対し、以下の算式により算出さ

れる金額（1円未満の端数は切り捨てます。）を支払います。

当初元本金額×0.2%（税込0.22%）

当初アセット・マネジメント報酬の支払時期は、信託設定日以降の委

託者及び受託者が別途合意した日です。

期中アセット・マネ

ジメント報酬

受託者は、アセット・マネージャーに対し、アセット・マネジメント

報酬計算期間（信託計算期間と同一の期間をいいます。）毎に、以下

の算式により算出される金額を支払います。

計算期日元本金額×0.1%（税込0.11%）×実日数÷365（1年を365日

とする日割計算）

期中アセット・マネジメント報酬の支払時期は計算期日の翌月末日

（当該日が営業日でない場合は前営業日とします。）までとします。

終了時アセット・マ

ネジメント報酬

受託者は、アセット・マネージャーに対し、以下の算式により算出さ

れる金額（1円未満の端数は切り捨てます。）を支払います。

計算期日元本金額×0.2%（税込0.22%）

終了時信託報酬の支払時期は、信託終了日です。

eリース管理者に関する報酬等

リース管理者は、リース管理契約に基づき、本航空機信託の信託財産より、以下の期中マネ

ジメント報酬及びディスポジション報酬を収受します(本航空機委託者が本航空機信託を取得す

る前に本航空機信託が負担した費用は除きます。)。当該報酬は、本航空機信託契約に従い、実

質的に本信託財産が負担することになります。

種類 報酬の額及び支払時期

期中マネジメント報

酬

毎年以下の金額を収受します。

本航空機信託の各計算期間に受領したリース料×3.0％

＜支払方法＞

リース料の受領の都度遅滞なく支払います。ただし、分配停止事由が

発生している場合には本借入れに係る金銭消費貸借契約に定める分配

停止事由の解消後に支払われます。

ディスポジション報

酬

売却報酬として、以下の金額を収受します。

本件航空機の売却価格×2.5％

（1円未満の端数は切り捨てます。）

本航空機信託が本件航空機を売却し、かつ、当該売却に伴いレン

ダーに対して支払うべき本航空機信託の債務を弁済した日としま

す。

新しい賃借人への再

リース又は現賃借人

へのリース延長の報

酬

再リース又はリース延長の報酬として、以下の金額を収受します。

再リース又はリース延長時のリース料×2.5%

（1円未満の端数は切り捨てます。）
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f受益者代理人に関する報酬等

受益者代理人は、本信託財産より、以下の受益者代理人報酬を収受します。

報酬計算期間（以下に定義します。）毎に金500千円（税込550千円。）に報酬支払期日（毎

年2月末日の属する月の翌月末日及び信託終了日以降の受益者代理人及び受託者が別途合意した

日をいいます。本fにおいて以下同じです。）の直前に終了する信託計算期間に含まれる実日数

を乗じて、1年を365日として日割りにより計算した金額（1円単位切捨て）（なお、かかる金額

は本信託財産全体の負担金額であり、投資家は保有口数に応じて按分した金額を負担すること

となります。）。

「報酬計算期間」とは、直前の計算期日（同日を含みません。）から、当該計算期日（同日

を含みます。）までの期間をいい、信託計算期間と同一です。なお、初回の報酬支払期日は、

初回の信託計算期間が終了する日とします。12ヶ月に満たない期間については、1年を365日と

して日割りにより計算した金額（1円単位切捨て）とします。

gその他の費用等

加えて、以下の費用等が本信託財産から直接又は間接に支払われます。

・本件航空機に係る公租公課（もしあれば）

・本リース契約上賃貸人の負担とされる点検・改善費用

・その他、本航空機信託の維持に要する費用

・コミットメントライン契約に基づく借入に係るコミットメントフィー

・コミットメントライン契約に基づく借入に係る遅延損害金、ブレークファンディングコス

ト（もしあれば）

・コミットメントライン契約に基づく借入に係る利息

・本借入れに係る遅延損害金、ブレークファンディングコスト（もしあれば）

・本借入れに係る利息

・税務及び会計事務受託者に対する報酬・手数料

・本件航空機受益権の、委託者から受託者に対する信託譲渡に係る（本件航空機信託の受益

者としての）受託者の負担する費用（もしあれば）

・本件航空機に係る鑑定評価書及びマーケットレポートの取得費用

・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書その他の本信託に係る金融商品取引法に基

づく開示書類の作成に関連する費用

・為替差損

・貸倒損失及び減損損失（もしあれば）

・本件航空機受益権又は本件航空機（該当する場合）の売却に係る費用

・本信託の受益権の発行及び募集に関して受託者の負担する一切の費用

・信託財産に関わる金銭の送金に要する一切の手数料（ただし、受益者の指定した振込口座

情報の誤り等による分配金の再振込を要した場合の一切の手数料は受益者の負担とし、受

託者は再振込する分配金の額から当該費用を控除して支払うものとします。）

・受託者が本信託に関して負担した会計監査費用

・その他、本信託の維持に要する費用

（ト）信託財産の交付

受託者は、信託期間満了日の120日前の日、信託終了事由発生日又は信託終了決定日のうちい

ずれか早く到来する日において本信託財産内に本件航空機受益権又は本件航空機が残存する場

合において、(i)残存する信託財産が本件航空機受益権であるときは、信託財産売却期限までに

本航空機委託者をして本航空機受託者による本件航空機の売却を完了させたうえで本航空機信

託契約を終了させることとされていますが、(ii)信託財産売却期限までに本航空機信託契約を

終了させることができないことが見込まれたとき、又は残存する信託財産が本件航空機である

ときは、信託財産売却期限までに、アセット・マネージャーの決定に従い本件航空機受益権

（本信託財産が本件航空機である場合には本件航空機とします。以下本（ト）において同じで

す。）を合理的な価格で売却するものとします。また、受託者は、アセット・マネジメント契
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約において、アセット・マネージャーが信託期間満了日の後2年を限度として本件航空機受益権

の運用期間の延長を決定することができる（ただし、当該運用期間は延長期間を含めて計8年を

超えないものとします。）旨を定めるものとし、かかる定めに従って運用期間が延長された場

合には、信託財産売却期限も同様に延長されるものとします。受託者は、信託期間中におい

て、委託者又は本信託財産からの信託報酬その他の信託費用の支払いが滞った場合には、受託

者の判断によって、本件航空機受益権を合理的な価格で売却することができるものとします

（ただし、受託者は支払いが滞ることが合理的に見込まれた時点で、合理的期間を設けて精算

受益者に通知するものとし、当該期間内に精算受益者による追加信託が行われた場合は、この

限りではありません。）。なお、本航空機信託契約の終了又は本件航空機受益権の売却後、本

件航空機受益権に係る債権及び債務であって、信託終了日時点で未確定のものは、原則として

受託者から精算受益者に承継され、本航空機信託契約の終了又は本件航空機受益権の譲渡に伴

う事後精算は精算受益者と本航空機委託者又は本件航空機受益権の譲受人の間で行うものとし

ます。

（チ）信託事務の委託

受託者は、本信託契約の定めに従い、信託事務の一部を、アセット・マネージャー、取扱金

融商品取引業者及び取扱会社へ委託します。

上記のほか、受託者は、精算受益者又は受益者代理人の指図に従い、信託業法第22条第3項各

号に掲げる業務を精算受益者又は受益者代理人が指名する第三者（利害関係人を含みます。）

に委託することが適当であると判断した場合には、当該業務を当該第三者に委託することがで

きます。また、受益者代理人及び精算受益者は、双方合意の上で、受託者に対し、受益者代理

人及び精算受益者が指名する者に対して、信託事務の一部を委託することを求めることができ

ます。

（リ）信託期間

信託設定日から信託終了日までとします。

本信託は、（i）信託期間満了日の120日前の日、信託終了事由発生日又は信託終了決定日の

うちいずれか早く到来する日において本信託財産内に本件航空機受益権又は本件航空機が残存

するときには、本件航空機受益権若しくは本件航空機が売却された日又は信託財産売却期限の

いずれか早い日の60日後の日（当該日が営業日でない場合には翌営業日とします。）を、

（ii）それ以外の場合には、信託期間満了日、信託終了事由発生日又は信託終了決定日のうち

いずれか早く到来する日の60日後の日（当該日が営業日でない場合には翌営業日とします。）

を信託終了日として終了します。ただし、受益者代理人及び精算受益者並びにアセット・マ

ネージャーが別途合意する場合には、当該合意する日を信託終了日とします。いかなる場合も

信託終了日は信託期間満了日を超えないものとし、本段落第一文及び第二文に基づく信託終了

日が信託期間満了日の翌日以降の日となる場合には、信託期間満了日を信託終了日とします。

 

③【委託者の義務に関する事項】

委託者は、本信託契約に明示されたものを除き、受託者、本受益者又は精算受益者に対して義務

を負いません。

 

④【その他】

（イ）精算受益権

精算受益権については、信託法第185条第1項に規定する記名式の受益証券を発行しますが、精

算受益権の受益者は、信託設定日において、精算受益権を精算受益権の当初譲受人に対して譲

渡することとし、当該当初譲受人は、受託者に対する譲渡承諾及び本受益権原簿の名義書換に

係る共同請求と同時に信託法第208条に定める受益証券不所持の申出を行い、受託者による当該

譲渡の本受益権原簿への記録の完了後、直ちに、当該精算受益権に係る受益証券を受託者に提

出するものとし、精算受益権に係る受益証券は不所持とします。精算受益権の当初信託設定時

の元本額は、金10,000円です。
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精算受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができません。精算受益権の譲渡

は、当該精算受益権に係る受益証券を交付して行わなければならず、また、その対抗要件は、

当該精算受益権の譲渡人及び譲受人による受託者に対する譲渡承諾及び本受益権原簿の名義書

換に係る共同請求に基づき、受託者が当該譲渡を本受益権原簿に記録することにより、具備さ

れます。なお、精算受益権の質入れ、分割及び担保としての供託はできません。

精算受益者及び受益者代理人は、アセット・マネジメント契約に基づいて必要とされる受託者

の意思決定について、受託者に対し、随時指図を行うものとし、受託者は、受託者の判断を要

する事項を除き、当該指図のみに基づいてアセット・マネジメント契約に基づく行為を行うも

のとします。また、精算受益者及び受益者代理人は、受託者から必要な指図を行うよう要請が

あった場合には、これに速やかに応じるものとします。

アセット・マネージャーが辞任、解任その他理由の如何を問わず不在となったときは、受益者

代理人及び精算受益者（解任されるアセット・マネージャーが精算受益者若しくはその関係会

社である場合又は当該アセット・マネージャーが精算受益者から投資運用業務を受託している

等の理由により精算受益者と特別の利害を有すると認められる場合には、受益者代理人としま

す。以下本段落について同じです。）は、双方合意の上、直ちに後任のアセット・マネー

ジャーを指名し、選任しなければならないものとされています。また、アセット・マネー

ジャーについて、業務を遂行するために必要な資格、許認可等を喪失したとき、倒産手続等の

開始の申立があったとき等本信託契約に定める一定の事由が生じた場合には、受益者代理人及

び精算受益者は、双方合意の上、直ちに当該アセット・マネージャーに代えて、後任のアセッ

ト・マネージャーを指名し、選任しなければならないものとされています。なお、受益者代理

人及び精算受益者は、後任のアセット・マネージャーの選任を行う場合、受託者の事前の書面

による承諾を得なければなりません。

本信託契約又は信託法その他の法令等に基づく受益者の意思決定が必要な場合には、当該意思

決定は、原則として、受益者代理人及び精算受益者の合意（ただし、受益者代理人が不存在の

場合には精算受益者の決定）により行うものとされています。その他、精算受益者は、以下の

事項を含む本信託契約所定の事項について、本信託契約に定めるところに従い、受益者代理人

とともに、又は単独で、受託者に指図することがあります。

a本信託の信託業務の一部又は信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を精算受益者又は受益者代

理人が指名する第三者（利害関係人を含みます。）に委託する場合の指図

b本信託財産に関し訴訟その他の法的手続等を遂行する場合の指図（なお、指図に基づく受託者

による訴訟等の追行に当たっては、受託者の承諾が必要となります。）

また、受益者代理人及び精算受益者は、信託財産状況報告書及び信託業法第29条第3項に規定す

る書面の交付を受けるほか、受託者から本信託契約所定の事項について通知等を受けるものと

されています。

本信託については、受託者は、精算受益者に対し、最終配当以外に配当は行いません。

精算受益権の信託終了時の償還及び最終配当については、後記「（ハ） 本信託終了時の本航空

機信託契約の終了」及び「（ニ） 最終信託配当及び償還」をご参照ください。精算受益者は、

本信託の信託目的を達成するため、金銭の追加信託を行う日の10営業日前までに受託者に対す

る事前の通知を行った上で、受託者に対して金銭の追加信託を行うことができます。金銭の追

加信託は、信託口座への送金により行われます。

（ロ）信託の終了及び解除事由

以下の事由が発生した場合、本信託は終了することとされています。

a信託期間が満了した場合

b信託法第163条第1号から第8号までに掲げる事由が発生した場合

c法人税法（昭和40年法律第34号。その後の改正を含みます。）第2条第29号ハに規定する特定

受益証券発行信託に該当しなくなった場合

d受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を

引き継ぐ新受託者が速やかに選任されない場合
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e本件航空機受益権に係る本航空機信託契約に基づく本件航空機の信託譲渡又は本信託契約に基

づく本件航空機受益権の信託譲渡の真正譲渡性が否定され、本件航空機又は本件航空機受益権

が受託者以外の第三者の財産又は財団に帰属するものとされた場合

f委託者、本受益者、精算受益者又は受託者が本信託契約に基づく義務を履行しなかった場合に

おいて、他の当事者が、30日以内の期間を定めて催告をしたにもかかわらず当該期間内に義務

が履行されなかった場合

g(i)本受益権の募集又は(ii)株式会社ＦＰＧに対する精算受益権の譲渡のいずれかが中止され

た場合

h本件航空機受益権が売却され、受託者が売却代金全額を受領した場合（ただし、後記「（ハ）

本信託終了時の本航空機信託契約の終了」に基づく売却の場合を除きます。）

i受益者代理人及び精算受益者並びにアセット・マネージャーが別途合意し、当該合意する日が

到来した場合

j本航空機信託契約が解除され又は終了した場合

また、受託者は、以下の事由のいずれかが発生した場合、本信託の終了を決定することができ

るものとされており、この場合、本信託は本信託契約に定める日に終了します。

k本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、本信託の重要な関係者である者が本信託のた

めに行っている全ての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されない場合

l本件航空機受益権に係る本航空機信託が終了した場合

m本信託の信託目的の達成又は本信託契約に基づく信託事務の遂行が不可能となったと受託者が

合理的に判断した場合

n受託者が、本信託を終了することが本受益者及び精算受益者に有利であると判断した場合

o受託者が、本信託の継続が困難であると判断した場合

p委託者その他重要な関係者について、本信託財産の取扱が困難となる事由が発生した場合

さらに、受託者は、信託設定日までの間に以下の事由のいずれかが発生した場合、委託者に通

知することにより、本信託契約を解除することができます。

q本信託契約における委託者又は受益者代理人による表明保証について、重大な誤りがあること

が判明し、かかる違反の治癒が不可能又は著しく困難であると受託者、受益者代理人又は精算

受益者が合理的に判断した場合

r本信託に関して受託者と直接の契約の相手方となる当事者その他の本信託の関係者（なお、疑

義を避けるために付言すると、受託者を除きます。）が反社会的勢力等であることが判明した

場合又は本信託に関して受託者と直接の契約の相手方となる当事者その他の本信託の関係者

（なお、疑義を避けるために付言すると、受託者を除きます。）が自ら又は第三者を利用して

暴力的な行為等を行ったことが判明した場合

加えて、委託者は、信託設定日までの間に以下の事由のいずれかが発生した場合、受託者に通

知することにより、本信託契約を解除することができます。

s本信託契約における受託者による表明保証について、重大な誤りがあることが判明し、かかる

違反の治癒が不可能又は著しく困難であり、これにより信託事務の遂行が不可能又は著しく困

難となったと委託者が合理的に判断した場合

t本信託に関して受託者と直接の契約の相手方となる当事者その他の本信託の関係者（なお、疑

義を避けるために付言すると、委託者を除きます。）が反社会的勢力等であることが判明した

場合又は本信託に関して受託者と直接の契約の相手方となる当事者（なお、疑義を避けるため

に付言すると、委託者を除きます。）その他の本信託の関係者が自ら又は第三者を利用して暴

力的な行為等を行ったことが判明した場合
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（ハ）本信託終了時の本航空機信託契約の終了

受託者は、信託財産売却期限までに、(i)本航空機信託を終了させ、又は(ii)アセット・マネー

ジャーの決定に従い本件航空機受益権（本信託財産が本件航空機である場合には本件航空機と

します。以下本（ハ）において同じです。）を合理的な価格で売却するものとします。また、

受託者は、信託期間中において、委託者又は本信託財産からの信託報酬その他の信託費用の支

払いが滞った場合には、受託者の判断によって、本件航空機受益権を合理的な価格で売却する

ことができるものとします。かかる本航空信託の終了又は本件航空機受益権の売却の詳細につ

いては、前記「② 信託財産の運用（管理及び処分）に関する事項　（ト）信託財産の交付」を

ご参照ください。）

かかる本航空機信託の終了又は本件航空機受益権の売却後、本件航空機受益権に係る債権及び

債務であって、信託終了日時点で未確定のものは、原則として受託者から精算受益者に承継さ

れ、本航空機信託の終了又は本件航空機受益権の譲渡に伴う事後精算は精算受益者と本航空機

委託者又は本件航空機受益権の譲受人の間で行うものとします。

受託者は、善良な管理者の注意をもって事務を遂行する限り、上記に基づく売却又は受託者に

よる判断の結果について、一切の責任を負いません。

（ニ）最終信託配当及び償還

本信託は、最終信託配当支払日に、本受益者及び精算受益者に対して配当を行います。最終の

信託配当金額は、最終信託配当支払日までの間の受託者及びアセット・マネージャーが別途合

意した日までにアセット・マネージャーが決定し、受託者へ通知します。任意積立金の積立て

又は取崩し等の利益処分項目又は損失処理項目についても、信託終了日までにアセット・マ

ネージャーが決定し、受託者へ通知します。

最終信託配当支払日において、受託者は、最終配当受領権に係る権利確定日である信託終了日

現在の本受益者に対して、アセット・マネージャーが最終信託配当支払日までの間に決定し受

託者に通知する本受益権1口当たりの信託分配単価を基準に、その本受益権の口数に応じて信託

分配額を算出し、源泉所得税（地方税を含みます。）を適用される範囲で控除した残額を分配

します（ただし、最終信託配当支払日時点で本信託財産に残存している金額を上限としま

す。）。かかる最終の信託配当は、最終信託配当支払日において受託者に承認されることを

もって実施されるものとします。本受益権に係る最終配当受領権は、最終信託配当支払日の到

来によって効力を生じるものとします。

また、最終信託配当支払日において、受託者は、最終配当受領権に係る権利確定日である信託

終了日現在の精算受益者に対して、アセット・マネージャーが最終信託配当支払日までの間に

決定し受託者に通知する精算受益権の信託分配額から、源泉所得税（地方税を含みます。）を

適用される範囲で控除した残額を分配します（ただし、精算受益者に対する最終信託分配額

は、最終信託配当支払日時点で本信託財産に残存している金額を上限とします。）。かかる最

終の信託配当は、最終信託配当支払日において受託者に承認されることをもって実施されるも

のとします。精算受益権に係る最終配当受領権は、最終信託配当支払日の到来によって効力を

生じるものとします。

受託者は、償還金受領権に係る権利確定日である信託終了日現在の本受益者及び精算受益者に

対して、償還金支払日（信託終了日の1か月後の応当日（当該日が営業日でない場合は前営業日

とします。）をいいます。以下同じです。）に、本受益権及び精算受益権の元本（ただし、償

還金支払日時点で本信託財産に残存している金額を上限とします。）をそれぞれ償還します。

受託者は、最終信託配当支払日（償還金支払日）において、本信託財産に属する金銭から公租

公課留保金及び最終信託費用留保金を控除した金銭から、以下の優先順位に従って本受益者及

び精算受益者に対する支払いを行うものとします。

a精算受益者への元本交付（なお、精算受益者が信託終了日までに発生した損失を負担している

場合は、損失を補填するまでの金額を充当し支払うものとします。）

b本受益者への元本交付（なお、本受益者が信託終了日までに発生した損失を負担している場合

は、損失を補填するまでの金額を充当し支払うものとします。）
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c本受益者への配当交付

d精算受益者への配当交付

 

　前記「第一部 証券情報　第１ 内国信託受益証券の募集（売出）要項　５ 給付の内容、

時期及び場所　（１）分配金」の通り、本受益者に対する分配金は、期中の配当、元本の一

部払戻し、及び最終期における本件航空機売却に伴う最終信託配当及び償還金を合算したも

のとなります。

 

期中分配金の仕組み

期中分配金は、毎月賃借人より支払われるリース料収入から必要経費を控除した金額を原資

とする本件航空機受益権の配当金を分配金原資として留保し、各信託配当支払日に本受益者

へ支払います。なお、リース料収入及び必要経費は必ずしも一定ではないため、分配金の額

は毎期変動します。

なお航空機は減価償却費、繰延資産償却費、長期前払費用償却を費用として計上することが

できるため会計上の収支は赤字となりますが、実際に留保されている金額から配当が支払わ

れます。またアセット・マネージャーが決定した場合には、これら減価償却費等累計額を、

信託計算期間末日の為替レートで円換算することによって生じる差額が損失である場合のそ

の額、を上限として、当該期における未処分利益を超える金額を元本の一部払戻しとして分

配することができます。

 

最終信託配当及び償還の仕組み

最終信託配当及び償還は、本航空機信託における本件航空機の売却収入から必要経費を控除

した金額を原資として受託者が受領する本件航空機受益権の最終信託配当及び償還を原資と

して、本受益者に支払います。本受益権の最終的な元本の償還は、原則として、本件航空機

受益権の実質的な裏付資産である本件航空機の売却代金と返還調整金等（及び使用しなかっ

た準備金積立金がある場合はその残額）を原資とします。

 

＜期中分配金及び最終償還金のイメージ＞

 

航空機の売却

本件航空機の売却方法は以下のいずれかの方法を想定しています。なお、パーツアウトを

せずに一機一括でパーツアウト業者に売却する場合もあります。

 

パーツアウト（部品解体売却）

機体を解体し、エンジンをはじめとする再利用可能な高価値部品を個別に売却する方法。

特に機齢が経過した経年機においては、一機一括で売却するよりも、各部品の売却価格総額

が上回る場合があります。

 

機体売却（現物売却）
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機体を解体せず、現状有姿のまま売却する方法。なお、売却のタイミングとしては以下が

想定されます。

①リース期間満了後に機体を売却する。

②リース期間が延長となった場合、リース期間中の状態で売却（オーナーチェンジ）す

る。又は延長後のリース期間満了まで保有し、当該リース期間満了後に売却する。

 

リース期間満了（2031年4月）時点における本件航空機の評価額について、外部鑑定会社3

社から取得した鑑定評価（2026年6月16日付IBA社、2026年6月15日付Alton社及び2026年6月

12日付Avitas社）によると、2031年4月を鑑定時点とする鑑定評価額は以下の通りです。

（便宜的に2026年6月30日時点の本為替レートで円換算、金額は小数点第2位を四捨五入）な

お、上記の各売却方法ごとに異なる鑑定評価額がある場合は、金額上最も有利と思われる売

却方法の金額を記載しています。

 

リース期間終了時（2031年4月）の鑑定評価額

鑑定会社 鑑定評価額（注1） 前提となる売却方法

IBA社 37.3百万ドル（約6,055百万円） パーツアウト

Alton社 35.5百万ドル（約5,765百万円）（注2） パーツアウト

Avitas社 33.9百万ドル（約5,505百万円） 機体売却

（注1）上記の鑑定評価額は、本件航空機がリース終了まで旅客機として運航されることや標準的な整

備が予定どおり行われること、事故やインシデント（将来的に問題へ発展する可能性のある予期せぬ事象

やトラブル）に遭遇しないことなどを前提とした、あくまで鑑定時点での試算であり、いかなる意味にお

いても、将来の時点における売却機会及びその価格を保証又は約束するものではございません。

（注2）パーツアウトによる売却を前提とする鑑定評価額の算定にあたり、部品の一部をリースアップ

（再利用）して活用する評価を行っています。
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鑑定評価額を基準とする売却活動

原資産である航空機の処分は、売却の直前に取得した本件航空機の鑑定評価額に基づき算

出された含み損益を加味して本航空機委託者が定める価格で航空機自体を又はその部品に分

解した上で売買する方法により換金する方針です。ただし、航空機鑑定評価額は、一定の条

件の下で現在及び将来の一定の時点において想定される機体の価値を、航空機市況や需給バ

ランス、当該機体の整備状態などから算出した過去の鑑定時点における評価者の判断と意見

に留まり、その内容の妥当性、正確性及び将来の売却時点における当該航空機売却想定価格

での取引可能性等を保証するものではありません。

 

なお、航空機の売却に際しては、その時点の状況において本受益者にとって最も有利と判

断される条件・方法を選択いたしますが、実際の売却収入は、売却時期における航空機市

況、返還調整金の精算額、及び為替相場の変動等の影響を受けることとなるため、本件航空

機の売却価格及び返還調整金の金額は確定しておりません。期中分配金や売却収入が想定を

下回る場合があり、その場合には結果として「期中分配金と最終償還金の合計額」が、当初

出資金額を下回る（元本割れが生じる）ことがあります。

 

期中分配金と最終償還金の合計額が

当初出資金を上回った場合

期中分配金と最終償還金の合計額が

当初出資金を下回った場合

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※期間延長の可能性があります。

 

なお、受託者は、受託者に善管注意義務違反がある場合を除き、上記に基づく売却の結果に

関して本受益者及び精算受益者に生じ得る一切の損害等について責任を負いません。

 

なお、本書の日付現在、以下の手続に従って配当を行うことを予定しています。受託者は、

最終配当金及び最終償還金支払日に、最終配当受領権及び償還金受領権の権利確定日である信

託終了日に本受益権原簿に記録されている、本受益者に本受益権の最終配当金及び償還金から

租税特別措置法その他適用ある法令に基づく当該償還金に係る源泉所得税（地方税を含みま

す。）及び当該最終配当金に係る源泉所得税（地方税を含みます。）を控除した後の金額の合

計額に相当する金銭の支払いを行います。

なお、受託者は、受託者に善管注意義務違反がある場合を除き、上記に基づく処理の結果に

関して本受益者及び精算受益者に生じ得る一切の損害等について責任を負いません。

（ホ）本信託契約の変更等

受託者は、本信託の目的に反しないことが明らかであるとき又はやむを得ない事情が発生した

ときは、その裁量により、本信託契約を変更することができます。

なお、受託者は、信託法第149条第2項に定める通知は行わないものとされています。かかる変

更には、適用ある法令等の改正又は解釈の変更その他事情の変更により、受託者の責任、負担

若しくは受託者が行うべき事務が加重され又は受託者の権利が制限される場合に行う変更で
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あって、本信託の目的に反しないこと並びに本受益者及び精算受益者の利益に適合することが

明らかであるときも含まれます。

上記にかかわらず、（i）本信託について信託法第103条第1項第1号から第4号までに掲げる事項

に係る信託の変更（ただし、信託法第103条第1項第4号に掲げる受益債権の内容の変更について

は、本信託の商品としての同一性を失わせ、本受益者及び精算受益者の利益を害する変更に限

ります。以下、本（ホ）において「重要な信託の変更」といいます。）がなされる場合及び

（ii）かかる重要な信託の変更には該当しないものの、以下のいずれかに関する変更であって

本信託の商品としての同一性を失わせることとなる変更（以下、本（ホ）において「非軽微な

信託の変更」といいます。）がなされる場合には、受託者は、事前に精算受益者の承諾を取得

した上で、予め、変更内容及び変更について異議ある本受益者は一定の期間（ただし、1か月以

上とします。）内にその異議を述べるべき旨等を、日本経済新聞へ掲載する方法により公告す

るとともに知れている本受益者に対して催告し、当該期間内に異議を述べた本受益者の有する

本受益権の口数が総本受益権口数の2分の1を超えなかったときには、本信託契約を変更するこ

とができます。なお、(i)アセット・マネージャーの交代及び(ii)信託配当支払日の変更（関連

する信託配当に係る事務手続の変更を含みます。）のために行う本信託契約の変更は、重要な

信託の変更及び非軽微な信託の変更のいずれにも該当しないものとします。

a本受益者及び精算受益者に関する事項

b受益権に関する事項

c信託財産の交付に関する事項

d信託期間、その延長及び信託期間中の解約に関する事項

e信託計算期間に関する事項

f受託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払いの方法及び時期に関する

事項

g受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項

h信託の元本の追加に関する事項

i受益権の買取請求に関する事項

jその他本受益者及び精算受益者の利益を害するおそれのある事項

（へ）コミットメントライン（融資枠）契約

本信託は、特定受益証券発行信託の該当性を維持する目的その他やむを得ない資金需要に対応

する目的で、株式会社ＦＰＧとの間でコミットメントライン契約を締結します。コミットメン

トライン契約の詳細については、前記「（１）信託の概要　① 信託の基本的仕組み　（ロ）本

信託のスキームの概要　dコミットメントライン契約」をご参照ください。

 

（２）【受益権】

①受益者集会に関する権利

該当事項はありません。

②受益権に係る受益債権の内容

受益債権とは、信託法第2条第7項に規定する受益債権を意味します。

本信託に係る受益権は、本受益権及び精算受益権の2種類とし、本信託の設定時における各受益権

の当初の元本額は以下のとおりとします。また、精算受益権の発行数は、1個とします。

・本受益権　　　　　 1口当たりの金額は、前記「第一部 証券情報　第１ 内国信託受益証券

の募集（売出）要項　３ 発行価額の総額」を同「２ 発行数」で除し

た額と同額となります。総額は、同「３ 発行価額の総額」と同額とな

ります。

・精算受益権　　　　　金10,000円（1個の金額）
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③受益権の内容及び権利行使の方法

本受益権について、信託法第185条第2項により受益証券は発行されません。

なお、本受益権の質入れ、分割及び担保としての供託はできません。

また、本受益者全ての代理人として、信託法第92条に規定する権利並びに配当及び償還金受領権

以外の全ての本受益者の一切の権利は受益者代理人が有し、受益者代理人が本受益者に代わって

本信託契約に関する本受益者の行為（信託法第92条に規定する権利並びに配当受領権及び償還金

受領権の行使を除きます。）を行い、又は、本受益者を相手方とする委託者若しくは受託者の行

為については受益者代理人を相手方として行います。

④受益権の譲渡

本受益権は、受託者の事前の承諾なくして譲渡することができません。本受益権の譲渡に係る制

限並びに譲渡承諾依頼及び本受益権原簿の名義書換請求に係る手続の詳細については、後記「第

３ 証券事務の概要　１ 名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数

料」をご参照ください。

⑤課税上の取扱い

本書の日付現在、本信託及び日本の居住者である本受益者に関する課税上の一般的取扱いは以下

のとおりです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。ま

た、個々の本受益者の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。

本信託は、税法上、特定受益証券発行信託として取り扱われます。特定受益証券発行信託は集団

投資信託に該当するため、受益者等課税信託と異なり、本受益者は信託財産に属する資産及び負

債を有するものとみなされることはなく、また、信託財産に帰せられる収益及び費用が本受益者

の収益及び費用とみなされることもありません。個人である本受益者に対する本受益権の収益の

分配は上場株式等の配当所得として、譲渡による所得は上場株式等の譲渡所得として扱われま

す。その収益の分配に対する課税は、原則として以下によります。

特定受益証券発行信託の信託受益権である本受益権の収益の分配金に対して、原則として

20.315％（15％の所得税、復興特別所得税（所得税額の2.1％）及び5％の地方税の合計）の税率

で源泉徴収されます。本受益権の収益の分配金については、本受益者の選択により、（i）申告不

要とすること、又は（ii）確定申告により配当所得として申告分離課税とすることができます。

（i）申告不要とすることを選択した場合には、上記の源泉徴収のみで課税関係が終了します。

（ii）確定申告により配当所得として申告分離課税とすることを選択した場合には、上記の税率

が適用されますが、上場株式等の譲渡損失と損益通算をすることができます。

なお、2025年4月1日付の受益証券発行信託計算規則の改正により、利益を原資としない分配(いわ

ゆる利益超過分配)を元本の払戻しとして処理する等の改正を受けて、令和7年度税制改正による

所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)が施行され、2026年4月1日以降に行われる

元本の払戻しについて適用する特定受益証券発行信託の受益権につき、元本の払戻しを受けた場

合の譲渡損益の計算について、その取得価額を従前の取得価額に元本減少割合(払戻し直前の元本

の額のうち当該払戻しにより減少した元本の額の占める割合)を乗じて計算した金額とする所得税

法施行令の改正が行われました。これらの改正により、利益超過分配については、本信託の信託

元本と本受益者の取得価額が同じ場合には所得税の課税が発生しない取扱いとなります。

本募集時から継続して保有している投資家にとって譲渡所得は発生しません(投資家が取得価額以

外の取得費用を計上する場合は除きます。)。最終期の分配においては期中の元本の一部払戻しに

より、投資家の取得価額が当該払戻し割合分減少し、最終分配金額とその取得価額との差額が課

税対象となります。本信託の終了による分配は上場株式等の譲渡所得となり、原則として申告分

離課税(税率は20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)及び5%の地方税の合計)と

配当所得と同じです。)として確定申告が必要です。また当該確定申告により上場株式等の譲渡損

失と損益通算をすることができます。なお各計算期間における元本減少割合は、受託者から通知

いたします。

また住民税の取扱いについては、お住いの市区町村により扱いが異なる場合がありますので、必

要に応じて市区町村の税務担当部署にご確認ください。
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（注） 現行法上、2037年12月31日までの間に生ずる所得に対する所得税については、当該所得税の額に2.1％を

乗じた復興特別所得税が課されます。なお、令和8年度税制改正により、2027年（令和9年）分以降の所得税に関

しては、復興特別所得税の税率は1％引き下げて1.1％にするとともに課税期間を延長し2047年までとすること、

2027年以降当分の間、新たに所得税額の1％を上乗せする付加税として、「防衛特別所得税」を導入することが決

定しています。これらの改正により、合算税率は現行と同じ2.1％となりますが、それぞれの課税期間については

上記の通り異なった扱いとなります。

本受益権は、信託配当支払日の到来によってその配当受領権の効力を生じることその他一定の要

件を満たす商品に該当するため、本受益者における本受益権の収益の分配に係る税務上の収益認

識日は、信託配当支払日として取り扱われます。

⑥本受益権投資の特徴

本受益権は、本航空機委託者（株式会社ＦＰＧ）及びリース管理会社による本航空機等を裏付け

資産とした本航空機信託の運用による特定受益証券発行信託を特別目的ビークルとして活用し

た、受益証券発行信託です。

委託者が考える本受益権の主な特徴は以下の３点です。

 

＜証券化の裏付けとなる投資対象が明確な単一物件（航空機）投資＞

これまで個人投資家には難しかった航空機への投資が、小口証券投資の形で可能になります。

また、株式会社ＦＰＧが本航空機委託者兼当初受益者であり、同社及び国際航空機リース業務に

従事する専門家であり株式会社ＦＰＧの子会社である在アイルランドのＦＰＧアメンタム社が

リース管理会社として選定した本件航空機を投資対象物件として採用しております。本航空機委

託者の期中の運用も国際航空機リース業務の専門家であるリース管理会社が担当します。

なお、本件航空機であるエアバスA321-200は、2026年4月末時点の累計受注数は1,784機、製造・

引渡し済みも1,784機に上り、そのうち1,696機が運航中です。

2025年12月、国際航空運送協会（IATA）は2026年の世界の航空旅客数は前年比で4.4%増加し、約

52億人になる見込みであると発表しました。また2026年3月には2050年の航空旅客数はさらに倍以

上増えるとの見通しを示しております。このような旅客需要の高い成長を反映して、エアバス社

では、2024年から2044年までの今後約20年間で、運航機数が倍増する見通しを示しています。

2024年末時点で運航している機体の77%にあたる18,930機が代替需要として新造機へ置き換わる一

方、23%にあたる5,800機は20年後も運航を続けていると予想され、航空機が長期に亘って使用さ

れることが伺えます。また、長期の運航に伴い部品交換の需要が高まるため、部品の供給源とし

て経年機にも底堅い需要が見込まれるとしています。

 

＜航空機市況の変化を見極めた柔軟な航空機の売却及び信託受益権の償還＞

本書の日付現在、本航空機委託者は、原則として、2031年4月25日から2032年2月末日に本件航空

機ないし部品の売却を行う方針です。かかる売却が実施された場合、本受益権の償還について

は、当該本件航空機ないし部品の売却後に行われることになります（後述の早期売却の場合にお

いても同様です。）。

ただし、信託設定日である2026年9月14日から2031年4月24日までの間に、本航空機委託者が知る

限りにおいて、本航空機信託を通じて本航空機信託の受益者の利益最大化に資すると判断する売

却機会を得た場合には、当該期間において本件航空機ないし部品を早期売却する場合がありま

す。

また、本借入関連契約の定めに従い、デフォルト事由が生じた場合には、レンダーは、本件航空

機（その機材等を含みます。）を売却する権限を取得する旨が合意される予定です。そのため、

デフォルト事由が生じた場合には、上記にかかわらず本件航空機が売却される場合があります。

なお、本航空機委託者は、本件航空機に係るオペレーティング・リース契約が延長された場合な

どには、本航空機受託者との合意に基づき、2034年2月末日までを限度として本航空機信託の期間

延長を決定する場合があり、この場合、アセット・マネージャーは、信託計算期間である2032年2

月期が終了した後から2年間（2034年2月28日まで）を限度として運用期間の延長を決定する場合

があります。
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（注） 本受益権の元本償還は、最終信託配当支払日と同日の償還金支払日に行われますが、その資金は、原則として、本件航空機受益

権の実質的な裏付資産である本件航空機の売却代金及び返還調整金が原資となるため、本件航空機の売却価格及び返還調整金の金

額による影響を受けます。本件航空機の売却価格及び返還調整金の金額は保証されないため、売却価格が低下した場合や返還調整

金が減少した場合には、元本償還の額が減少し、又は全く行われない場合があります。また、上記では、本航空機委託者が想定し

ている2031年4月25日から2032年2月末日までの期間の売却と、それ以前の売却の関係の理解を容易にするため、当該期間の売却を

原則とした上で、「早期売却」等の用語を用いています。本航空機委託者は運用に際し、本航空機信託を通じて本航空機信託の受

益者の利益最大化を図るため売却機会の探索に従事しますが、係る売却機会が存在することを保証又は約束するものではなく、上

記の原則及び用語は、当該時期に売却及び償還が行われることを保証又は約束するものではありません。
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（３）【内国信託受益証券の取得者の権利】

前記「（２） 受益権①受益者集会に関する権利」から前記「（２）受益権⑥本受益権投資の特徴」

までに記載のとおりです。

 

４【信託財産を構成する資産の状況】

（１）【信託財産を構成する資産の運用（管理）の概況】

該当事項はありません。

 

（２）【損失及び延滞の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【収益状況の推移】

該当事項はありません。

 

５【投資リスク】

（１）リスク要因

以下には、本受益権への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載

しています。ただし、以下は本受益権への投資に関する全てのリスク要因を網羅したものではな

く、記載されたリスク以外のリスクも存在します。これらのリスクが顕在化した場合、本受益権へ

の投資者は、本受益権の価値の下落、本受益権より得られる収益の低下等の損失を被る可能性があ

ります。

各投資者は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で本

受益権に関する投資判断を行う必要があります。なお、本書に記載の事項には、将来に関する事項

が含まれますが、別段の記載のない限り、これらの事項は本書の日付現在における委託者及び受託

者の判断によるものです。

①本件航空機のリース事業に関するリスク

本信託は信託財産として本航空機信託の受益権である本件航空機受益権を保有するものであり、

本航空機信託は信託財産として本件航空機を保有し、本航空機委託者の指図により、本航空機受

託者兼賃貸人が航空会社である賃借人とのリース契約に基づきリース料収益とリース契約終了時

の本件航空機の売却収益を投資対象とするものです。そのため、本信託は、経済的には、本件航

空機を直接所有し運用している場合とほぼ同様の利益状況に置かれます。したがって、本信託の

受益権である本受益権に対する投資に関しては、以下の本航空機信託のオペレーティング・リー

ス事業に関するリスクが存在します。

（イ）本航空機信託のオペレーティング・リース事業に関するリスク

本航空機信託のオペレーティング・リース事業（以下本①において、「本事業」といいま

す。）は、本航空機委託者の完全子会社である本航空機受託者が行うものですが、本航空機委

託者が信託した金銭をもって本件航空機を購入し、本航空機委託者の子会社であるＦＰＧアメ

ンタム社をリース管理会社としてリース管理業務等を委託のうえ、本航空機委託者の指図に基

づき、賃借人であるブエリング航空に貸し付けるオペレーティング・リース事業です。

・本事業における賃借人が債務不履行や倒産等の事態に陥った場合、リースは中途解約とな

り、本航空機受託者兼賃貸人は、本件航空機を売却するか又は新たな賃借人を探すことにな

ります。また、賃貸人の権利が倒産手続による制限、削減及びその他の影響を受ける可能性

もあります。その時点での市況によっては、本受益者の投下資本の元本が毀損する可能性及

び売却等に伴う予期せぬ費用負担が発生する可能性があります。

・賃借人が本件航空機を第三者に転貸した場合において、転借人が債務不履行や倒産等の事態

に陥ったとき、転貸借に係るサブリース契約は終了となり、賃借人は、本件航空機を取戻し

て自ら使用するか又は新たな転借人を探すこととなります。この間賃借人はリース料を支払

う義務を免れませんが、賃借人からもリース料が受領できないこととなった場合のリスクに
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ついては、下記「（ロ）オペレーティング・リース関係者に関する信用リスク　・賃借人又

は転借人の信用リスク」をご参照ください。

・航空機規制変更による追加費用負担リスク

航空機運用に関する規制変更に対応するために、本件航空機を改良する必要が出てくる可能

性があります。この費用は賃借人と賃貸人とで負担する場合もあり、賃貸人たる本航空機受

託者を通じて本受益者の負担となる可能性があります。

・航空機売却価格及び売却時期に関するリスク

本事業においては、航空機ないし部品の売却価格は確定していません。リース終了時等に航

空機を売却する場合、航空機ないし部品の売却は時価に基づき行われます。本件航空機ない

し部品の実際の売却価格は、世界の景気動向、航空会社の業績や航空機の需給関係等の状

況、リース終了時点で新たなリースの条件（リース料、リース先の信用力等）等の影響を受

け、変動します。また、航空機ないし部品の売買については、価格は基本的に相対での交渉

により決定されます。 また、本件航空機ないし部品の売却は、売却先の引き渡し希望時期、

本航空機の返還作業の進捗状況、状況に応じたリース延長・新規リースに伴う事業継続等に

より、リース終了時より遅くなる場合やマーケットの状況等によっては、リース終了時より

早くなる可能性もあります。上記の通り、航空機の売買については、希望する時期に航空機

ないし部品を売却できる保証はありません。本航空機信託の委託者及びリース管理会社は、

本件航空機ないし部品を一定の価格で売却できることや売却時期について保証しているもの

ではありません。実際の売却価格は想定と乖離する可能性があります。 また、本書に記載さ

れた鑑定価格は鑑定会社による鑑定時点での見積価格であり、本航空機信託の委託者及び

リース管理会社は、いかなる時点においても、本件航空機ないし部品を鑑定価格で売却でき

ることを保証しているものではありません。

実際の売却価格は鑑定価格と乖離する可能性があります。

・リマーケティングの際の追加費用発生のリスク

本事業は、賃貸人が本件航空機を売却することにより終了することとなりますが、売却方法

として、部品売却、航空機自体の売却及び航空会社等とのリース付きの状態で機関投資家等

に売却する方法などがあります。これらの場合、賃貸人は、売却先候補の発掘や新たなリー

ス（当初のリースの延長を含みます。）を行うためにリース管理会社を通じてリマーケティ

ング活動を行います。新たな賃借人にリースを行う場合、その候補先（延長の場合も含みま

す。）によっては、本件航空機の仕様変更、追加装備品の搭載、エンジンのアップグレイ

ド、追加の整備等が条件とされることがあり、その場合、新たなリース開始前や新たなリー

ス期間中に賃貸人にとって追加の費用や支出が発生する可能性があります。また、当初の

リース終了後、売却や新たなリースが開始されるまでに時間を要する可能性もあり、それに

伴う本件航空機の駐機費用、整備費用、保険料等が発生する可能性もあります。かかる費用

や支出について、本航空機信託により前払いが必要になる可能性があります。また、最終的

な航空機ないし部品の売却や本事業の継続の如何にかかわらず、上記リマーケティング活動

により、弁護士費用、インスペクション費用、旅費等の実費が発生する可能性があります。

これらの場合にも上記と同様の事態が生じ、本航空機信託による費用の前払いが必要になる

可能性があります。上記のこれらの費用や支出について外部からの借入により資金を調達す

る場合であっても、当該借入金の返済や金利等は本受益者の負担となる可能性があります。

（ロ）オペレーティング・リース関係者に関する信用リスク

・賃借人又は転借人の信用リスク

本件航空機のオペレーティング・リースの賃借人又は転借人である航空会社の倒産その他信

用不安事由の発生により、賃貸人は当初予定したリース料を受領できない可能性がありま

す。転借人が債務不履行や倒産等の事態に陥り転貸借に係るサブリース契約が終了となった

場合も賃借人はリース料を支払う義務を免れませんが、賃借人がリース契約上の債務不履行

や倒産等の事態に陥った場合、賃貸人は、本件航空機を賃借人から取り戻した上で、別の航

空会社へリースするか市場で売却するべく努める予定です。ただし、航空機の取り戻し、新
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規のリース又は売却の際に、本受益者の負担となる追加の費用等が発生する可能性がありま

す。また、航空機の取り戻しや新規リース先・売却先との交渉に時間を要することがありま

す。その場合、リース料収入がない期間が生じることがあり、それに加えて、新規のリース

の条件や売却価格及び売却時期によっては、出資者にとって当初予定した通りの効果が得ら

れない可能性があります。なお、借入金がある場合の借入金の貸主である金融機関等が航空

機に設定した担保権を実行する際のリスクについては後記「②本航空機信託の借入れに関す

るリスク」をご参照下さい。

・リース管理会社の信用リスク

本事業のリース管理業務等を担当するリース管理会社であるＦＰＧアメンタム社が倒産した

場合等には、本航空機受託者兼賃貸人は新たなリース管理会社を探す必要があります。

・リース管理会社の債務不履行及び倒産等に関するリスク

　リース管理会社が債務不履行や倒産等の事態に陥った場合、対象物件の整備や保険の設定更

　新等の監視や対象物件の再販・売却に支障が生じる可能性があります。これにより、賃貸人

　が新たなリース管理会社を選任することができず、信託財産ひいては受益権が毀損する可能

　性があり、新たなリース管理会社を選任することができた場合でも、毎月の管理手数料又は

　リマーケティング手数料の額が変更となる可能性があります。その結果、事業収支及び損益

　が当初予定のものから変動します。

・受託者の債務不履行及び破産等に関するリスク

本航空機受託者が倒産等の事態に陥った場合であっても、信託法上、信託財産には一定の独

立性が認められており、原則として、信託財産は本航空機受託者の倒産手続の対象には含ま

れませんが、本航空機受託者が信託財産の分別管理を怠り、信託財産が特定できない場合に

は、信託財産が本航空機受託者に帰属するものとして倒産手続の対象となる可能性がありま

す。また、本航空機受託者に債務不履行や倒産等が生じた場合には、リースは中途解約とな

ることがあり、この場合、本航空機受託者は、本件航空機を売却するか又は新たな受託者を

選任して本件航空機の新たな賃借人を探すことになります。さらに、リースが中途解約とな

らない場合にも、新たな受託者を賃貸人として選任することが必要になることがあります。

これらの場合、信託事務が滞ったり、新たな受託者が見つからないことにより、信託財産ひ

いては本受益権が毀損する可能性があるほか、信託事務が執り行われる場合でも、売却等に

伴う予期せぬ費用の発生等により費用負担が発生する可能性及び新たな受託者の選任又は賃

借人の探索に関して費用負担が発生する可能性があり、これらにより本受益者の投下資本の

元本が毀損する可能性があります。

・信託財産の破産手続等に関するリスク

本航空機信託の信託財産について破産手続が開始された場合、本件航空機受益権に係る受益

債権は破産債権となりますので、本航空機信託の受益者は、当該破産手続を通じてかつ同手

続において認められる限度で本件航空機受益権の元本償還及び配当の支払いを受けることと

なり、本航空機信託の受益者及び本受益者は、予定されていた受益権の元本償還及び配当の

支払いを受けられない可能性があります。

（ハ）航空機リース・オペレーションに関するリスク

・残存価格に関するリスク

本件航空機を売却する場合、当初想定した価格若しくは当初想定した期間で売却できない可

能性や売却等に伴う予期せぬ費用の発生等により本航空機信託の受益者ひいては本受益者に

費用負担が発生する可能性があります。その他、予期せぬ事由により、本リース契約が中途

で終了する場合、本件航空機を売却するか又は新たな賃借人を探すことになります。その時

点での市況における売却価格や新たなリース料によっては、本受益者の投下資本の元本が毀

損する可能性及び売却や再リース等に伴う予期せぬ費用の発生等により、本航空機信託の受

益者ひいては本受益者に追加の費用負担が発生する可能性、又は信託期間が延長される可能

性があります。

・リース期間延長に関するリスク
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本件航空機の売却先の引渡希望時期、返還作業の進捗状況等の影響により、リース期間満了

時において本リース事業が終了せず、リース期間の延長・再リース等により本リース事業が

延長される場合があります。この場合、リース事業収支及び損益が当初予定のものから変動

します。

・耐空性改善命令（Airworthiness Directives。以下「ＡＤ」といいます。）に基づく費用負

担に関するリスク

本リース事業のオペレーティング・リース契約では、ＡＤに基づいて点検・改修を行った場

合、賃貸人負担部分について、本航空機受託者に費用負担が発生し、本航空機信託の受益者

ひいては本受益者の収益が減少することになります。

賃貸人負担分Ａ＝（（120－Ｒ）/ 120）) × （Ｃ－100,000.00米ドル）

Ｒ＝ＡＤに基づく点検・改修等が行われた時点からリース満了までの残存リース期間（月

数）

Ｃ＝ＡＤに基づく点検・改修費用

加えて、リース期間満了時において本事業が終了せず、リース期間の延長・再リース等に

より本事業が延長される場合、本航空機信託の受益者に追加の費用負担が発生する可能性

があります。

・為替レートの変動に関するリスク

本事業の賃借人によるリース料の支払いは米ドル建てで行われ、本件航空機の売却等、本事

業における取引もまた米ドル建てで行われる想定ですので、本受益者の円建ての受取現金は

米ドルから円に換算する際の為替レートによって変動いたします。当該取引が米ドル以外の

外貨建てで行われる場合も同様のリスクがあります。したがって、本受益者による本事業へ

の出資は為替リスクを伴うものになります。すなわち、本事業の外貨建て収益を円貨に換算

する場合に為替変動の影響を受け、本事業の事業収支及び損益が当初予定のものから変動す

ることがあります。したがって、為替の状況によっては、円換算した場合本受益者の投下資

本の元本が毀損する可能性があります。

・対象物件の事故や滅失に関するリスク

本件航空機が事故等により使用不能又は修復不可能な損害（経済的全損）を被った場合、本

リース契約は早期に中途解約となり、賃借人が本件航空機の鑑定額にほぼ見合う金額の規定

損害金（米ドル建て）を支払うこととなります。その場合、事業収支及び損益が当初予定の

ものから変動します。また、本件航空機が滅失又は全損となった場合、かかる規定損害金の

支払いは契約上付保が予定されている機体保険の保険金によってカバーされることが想定さ

れていますが、保険会社の倒産その他信用不安事由の発生により所定の保険金が支払われな

いリスクがあり、その場合、規定損害金の支払いは賃借人の信用に依拠することになります

（賃借人の信用リスクについては上記（ロ）の第一段落記載のとおりです。また、以下の③

（ロ）もご参照ください。）。

（ニ）本件航空機受益権の流動性に関するリスク

・本件航空機受益権については、譲渡に当たっては本航空機受託者（ただし、本借入れが完済

されるまでの間は、本航空機受託者及びレンダーとします。）の事前の承諾が必要とされて

おり、また、権利の内容も複雑であることから、流動性が低く、適切な時期及び価格その他

の条件で譲渡することが困難となる場合があります。

（ホ）本件航空機受益権の処分に関するリスク

・本件航空機受益権を処分する場合には、売却した本件航空機受益権に関する責任として、損

害賠償責任等の責任を負担することがあります。

・本件航空機受益権を処分する場合には、処分価格の保証はなく、信託設定日時点の評価額よ

り相当に廉価で処分する場合があります。

・アセット・マネージャーは、原則として、本件航空機受益権の売却は行いませんが、本信託

契約において、アセット・マネージャーは、本信託契約の定めに従い、信託財産売却期限ま

でに本航空機信託契約を終了させることができないことが見込まれた場合には、信託財産売
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却期限までに本件航空機受益権を第三者に売却することとされており、かかる場合には、本

件航空機受益権を処分すべき時期が事実上一定の期間に限定されます。そのため、本件航空

機受益権の価格変動の影響を回避することが困難です。

②本航空機信託の借入れに関するリスク

本書の日付現在、本航空機信託は、本航空機委託者による信託金をもって資金を調達した上で、

本件航空機を取得し、その後、銀行から借入（本借入れ）を行い、信託元本の一部を本航空機委

託者に償還した上で、これを運用する予定です。したがって、本借入れが行われた場合、本信託

の受益権である本受益権に対する投資に関しては、以下の借入れに関するリスクが存在します。

（イ）本件航空機受益権に対する配当等が本借入れに劣後することによるリスク

・本航空機信託契約上、本件航空機受益権に対する配当等は本借入れに劣後することとされる

ため、本航空機信託の信託財産について破産、民事再生その他の倒産手続が行われる場合

や、リース料が想定通りに回収できず、又は本件航空機の価値が下落する等により本航空機

信託におけるオペレーティング・リース事業において損失が生じた場合には、本借入れの返

済が優先される結果、本件航空機受益権に係る元本の一部又は全部について、償還を受けら

れないリスクがあります。

（ロ）本借入れの制約に関するリスク

・本借入れのような一定の資産を責任財産とする責任財産限定特約付きの借入れにおいては、

禁止行為、デフォルト事由等が設けられます。したがって、本借入れにおいても、これらの

条項が設けられ、本航空機受託者はこれらの条項による制約を受けており、当該制約を遵守

することを強いられる結果、かかるデフォルト事由等により、本航空機信託の配当が制限さ

れ、又は停止される可能性があります。その結果、受託者が本航空機信託契約に基づいた配

当の全部又は一部を受領できず、本信託財産における配当原資が不足することとなること

で、本受益者に対する配当が制限される可能性があります。また、かかるデフォルト事由に

抵触した場合、本件航空機の売却が強制され、又は本借入れに係る借入金の元利金について

期限前返済を求められる可能性があります。

・本借入れに伴い、本件航空機に担保権を設定することが予定されています。本借入れについ

て期限の利益を喪失した場合等で当該担保権が実行された場合、担保権が設定された資産に

関する権利を廉価で喪失する可能性があります。

・本借入れを行うことによりレバレッジ効果が生じるため、本件航空機受益権又は本件航空機

の収益・資産価値変動が、本航空機信託契約の収益・資産価値変動を通じて、本受益権の収

益・価格変動により相対的に大きく反映される可能性があります。

・本件航空機の早期売却等に伴って本借入れの期限前返済を行う場合があります。この場合、

本借入関連契約の定めに従い、期限前返済コストや金利スワップ契約 の解約による損益が発

生します。このコストは、その時点における金利情勢によって変動する可能性があります。

③本件航空機に関するリスク

（イ）本件航空機の価格変動リスク及び鑑定評価額との価格乖離リスク

・本件航空機受益権に係る本航空機信託は本件航空機等の価格変動の影響を受けます。

信託財産である本件航空機受益権に含まれる対象航空機の時価については、航空機市況の変

動により、信託設定時に比べて減少する場合があります。また、対象航空機の部品を含む本

件航空機の処分時の価格及び米ドル建て資産売却後に円貨で分配を行う時点の為替レートに

よっては、本受益者の当初の円建ての本受益権出資額と比較して元本欠損が生ずる可能性が

あります。

・本信託においては、信託期間が固定期間とされておりますが、航空機のリース期間や機材の

処分に必要な期間を勘案して信託期限を延長する等して適切な売却時期を判断します。しか

しながら、上記のとおり、本件航空機売却時の航空機市況と本受益者向け分配前の為替レー

トによっては、本受益者の受領額が当初の想定から変化する可能性があります。

・本件航空機の鑑定評価額は、評価会社の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意

見であり、将来の売却時点における航空機市況を前提とする、実際の市場において成立しう

EDINET提出書類

株式会社ＦＰＧ信託(E38599)

有価証券届出書（内国信託受益証券等）

48/88



る売却と一致するとは限らず、乖離する可能性があります。また、上記鑑定評価は、当該鑑

定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。

(ロ）本件航空機の事故や損壊に関するリスク

・リース期間中に本件航空機に修復可能な破損等が生じた場合は、賃借人の費用負担で修理、

補修します。

・本件航空機が事故等により使用不能又は修復不可能な損害（経済的全損）を被った場合、本

リース契約は早期に中途解約となり、賃借人が総投資額から累計リース料受取額を控除した

額に概ね相当する金額の規定損害金（いずれも米ドル建ての金額）を賃貸人に支払うことと

なります。

・賃借人は自らの費用負担により、規定損害金を下回らない金額を保険金額とする損害保険

（戦争保険を含みます。）を付保する義務を負っており、当該保険において賃貸人を追加被

保険者とすることとされています。

・本件航空機の事故により第三者に損害が生じた場合、原則として賃借人が損害賠償義務を負

担することになりますが、所有者である賃貸人が当該損害賠償義務を負担する可能性もあり

ます。賃借人は自らの費用負担により賃貸人を追加被保険者とする所定の第三者損害賠償責

任保険を付保する義務を負っています。

これらにより本件航空機の損壊リスクについては、軽減させる措置が取られていますが、対象の

保険の免責事由に該当する場合や、保険会社の信用不安などが生じる可能性もあり、完全に本件

航空機の事故や損壊に起因するリスクを回避するものではありません。

④本受益権に関するリスク

（イ）本受益権の信託配当及び元本償還に関するリスク

・本受益権について、信託配当及び元本償還の有無、金額及びその支払いは保証されません。

特に、前記「② 本航空機委託者の借入れに関するリスク (イ) 本件航空機受益権に対する配

当等が本借入れに劣後することによるリスク」に記載のとおり、本航空機信託契約上、本件

航空機受益権に対する配当等は本借入れに劣後することとされるため、本借入れの返済が優

先される結果、本件航空機受益権に係る金銭の分配を受けられない場合及び信託の一部又は

全部について償還を受けられない場合があり、その場合には、信託配当及び元本償還に悪影

響が生じるリスクがあります。また、本借入れに関して期限の利益喪失事由が発生している

場合等一定の場合には、本借入関連契約の定めに従い、本航空機信託契約に基づく配当が停

止又は制限されることがあり、その場合には、本信託契約に係る配当が行われない場合があ

ります。

・本受益権の元本償還は、最終信託配当支払日に行われますが、その資金は、原則として、本

件航空機の返還調整金の金額、売却代金を原資として行われる配当金が原資となるため、返

還調整金の金額、本件航空機受益権の売却機会及び売却価格による影響を受けます。本件航

空機の売却機会及び売却価格は保証されないため、本件航空機の売却ができない場合又は売

却価格が低下した場合には、元本償還の額が減少し、又は全く行われない場合があります。

また、本借入関連契約に定めるデフォルト事由が生じた場合には、レンダーは、本借入関連

契約の定めに従い、本件航空機を売却する権限を取得する旨が合意される予定です。

・アセット・マネージャーが本件航空機受益権の売却を検討する場合、本受益権の元本償還に

係る資金は、本件航空機受益権の売却代金が原資となるため、本件航空機受益権の売却機会

及び売却価格による影響を受けます。
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（ロ）本受益権の流通性及び価格変動に関するリスク

・本受益権の譲渡は、原則として制限されております。譲渡に当たっては受託者の事前の承諾

が必要とされており、取扱金融商品取引業者の許容する一定の場合を除き、譲渡することが

できません。

・本受益権を譲渡することが許容される場合においても、本受益権に関する流通市場は、現在

確立されておりません。仮に今後流通市場が整備されるとしても、その流通性は何ら保証さ

れるものではありません。また、流通市場が発展しないことにより、本受益権の売却価格に

悪影響が及ぶことや、売却自体が困難となることも考えられます。さらに、本件航空機、本

件航空機の賃借人、航空機市場等に関する事情の変動により、投資家が本受益権を売却しよ

うとした場合における売却価格に悪影響が及ぶ可能性があります。

（ハ）受託者の債務不履行及び破産等に関するリスク

受託者が倒産等の事態に陥った場合であっても、信託法上、信託財産には一定の独立性が認め

られており、原則として、信託財産は受託者の倒産手続の対象には含まれませんが、受託者が

信託財産の分別管理を怠り、信託財産が特定できない場合には、信託財産が受託者に帰属する

ものとして倒産手続の対象となる可能性があります。また、受託者の倒産等に伴い、信託事務

が滞ったり、新たな受託者が見つからないことにより、信託財産ひいては本受益権が毀損する

可能性があるほか、信託事務が執り行われる場合でも、予期せぬ費用の発生等により費用負担

が発生する可能性及び新たな受託者の選任に関して費用負担が発生する可能性があり、これら

により本受益者の投下資本の元本が毀損する可能性があります。

（ニ）信託財産の破産手続等に関するリスク

本信託の信託財産について破産手続が開始された場合、本受益権に係る受益債権は破産債権と

なりますので、本受益者は、当該破産手続を通じてかつ同手続において認められる限度で本受

益権の元本償還及び配当の支払いを受けることとなり、本受益者は、予定されていた受益権の

元本償還及び配当の支払いを受けられない可能性があります。

⑤仕組みに関するリスク

（イ）受益証券発行信託及び本航空機信託のスキーム関係者への依存リスク

・本受益権は、受益証券発行信託及び本航空機信託の仕組み（スキーム）を用いて航空機に実

質的に投資することを意図した金融商品であり、受益証券発行信託の委託者、受託者、精算

受益者及び同受託者からの業務委託先（アセット・マネージャーを含みます。）、本航空機

委託者、リース管理会社及び受託者、本受益権の募集事務を行う取扱金融商品取引業者等多

数のスキームの関係者（以下「スキーム関係者」といいます。）が様々な役割で複雑に関与

し、本受益権の収益及び価値並びに受益証券発行信託及び本航空機信託の仕組みの存続は、

これらのスキーム関係者に依存しています。特に本件航空機リース事業の運営については、

リース管理会社の能力、経験、ブランド及びノウハウに依存するところも大きいと考えられ

ます。しかしながら、適切な業務遂行が継続できる保証はなく、また、運用期間中に同社と

の契約が期間満了又は解除その他の原因で終了した場合には、代替する能力を持つ航空機

リース管理会社が見つからない可能性や高額の費用負担が必要となる可能性があり、結果と

して本信託の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。そのため、本受益権の収益及び

価値は、スキーム関係者の信用状況や業務提供状況、スキーム関係者との関係性等スキーム

関係者に起因する事由による影響を受け、下落する可能性があり、また、スキーム関係者の

状況によっては、受益証券発行信託及び本航空機信託の仕組みを維持できない可能性もあり

ます。

・受託者のスキーム関係者に対する権利は、スキーム関係者の信用状況による影響を受けるた

め、本受益権に投資をする場合、間接的にスキーム関係者の信用リスクを負担することにな

ります。
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（ロ）その他の仕組みに関するリスク （関係者間取引に関連するリスク）

・本航空機委託者である株式会社ＦＰＧ、本航空機受託者及び受託者である株式会社ＦＰＧ信

託、並びに本航空機受託者から業務委託を受けたリース管理会社であるＦＰＧアメンタム

社、さらに、本信託のアセット・マネージャー兼取扱金融商品取引業者兼取扱会社である株

式会社ＦＰＧ証券は、株式会社ＦＰＧを親会社とする連結グループに属しておりますが（前

記「３　信託の仕組み　（１）信託の概要①信託の基本的仕組み（イ）本信託のスキーム」

の＜本信託スキーム図＞及びその注記をご参照下さい。）、それぞれ本信託のスキームの中

で収益を得ることになることに加えて、各社は本事業と同種若しくは類似の事業又はそれら

に関連する事業を営んでおり、また、本事業の対象航空機以外にも同型あるいは類似機種の

航空機の管理業務、売却やリースのためのリマーケティング活動を行っておりますことか

ら、自己若しくは株式会社ＦＰＧを親会社とする連結グループ又は本受益者以外の顧客の利

益を優先し、本受益者の利益と相反する事態を生じさせる可能性があります。

・また、本航空機委託者は、本航空機委託者兼航空機信託の指図人、本信託の委託者への売主

であるとともに、取扱会社から投資家紹介の業務委託を受けた金融商品仲介業者、受託者と

の間でコミットメントライン契約を締結する貸金業者であり、また、受託者との間で本件航

空機受益権の米ドル収益を円貨に転換する両替取引を行う可能性があると共に、本信託のア

セット・マネージャーである株式会社ＦＰＧ証券、株式会社ＦＰＧ信託、ＦＰＧアメンタム

社及び委託者の親会社でもあるため、本受益権の運用期間中に利益相反関係が存在すること

から、アセット・マネージャーが、本受益者の利益以上に自己の利益あるいは親会社の利益

を図り、本受益者に損害を生じさせる可能性があります。

・なお、本信託の終了に際して本件航空機受益権の売却が必要となる場合において、アセッ

ト・マネージャー及び受託者は、本受益者の利益に資すると判断するときには、それぞれ利

害関係人との取引のためにアセット・マネジメント契約、本信託契約その他法令上必要とさ

れる措置を図ったうえで、アセット・マネージャー又は本航空機委託者を相手方とする売買

取引を行うことがあります。かかる売買取引に関してアセット・マネージャー及び受託者に

利益相反が生じ、本受益者の利益以上に自己の利益又は売買取引の相手方の利益を図り、本

受益者に損害を生じさせる可能性があります。

⑥税務、会計及び法制度上の取扱い及びそれらの変更等のリスク

・将来において国内外の税制が変更される場合、税務当局において 本事業における現時点の試

算の根拠と異なる見解が示される場合、又は会計制度や国内外の法令が変更される場合に

は、当初予想した税務上、 会計上その他の効果が得られない可能性があります。

・本信託、本件航空機受益権及び本件航空機受益権に係る本航空機信託に適用される法令・

税・会計基準等は、今後変更される可能性があります。会計の取扱いや税の取扱いが変更と

なることで、本信託、本件航空機受益権及び本件航空機受益権に係る本航空機信託の税負担

が増大し、又は本信託、本件航空機受益権及び本件航空機受益権に係る本航空機信託の維持

が困難になる可能性があります。

・本信託は、特定受益証券発行信託として、受益証券発行信託（信託法第185条第3項）のう

ち、法人税法が定める要件（法人税法第2条第29号ハ）をすべて満たさなければ、信託財産が

法人税の課税対象とされることから、特定受益証券発行信託の資格を失うことは、本信託の

終了原因の一つとされております（前記「３　信託の仕組み　（１）信託の概要　④その他

（ロ）信託の終了及び解除事由　c.」）。そして、本信託は、当該要件のうち「各計算期間

開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期のいずれにおいてもそ

の算定された利益留保割合が1,000分の25を超えていないこと」を満たす必要があります。会

計上の技術的理由に基づく可能性として、本信託財産の大半を占める本件航空機受益権に係

る本航空機信託は米ドル建ての金融資産(ただし本件航空機は固定資産として取得時の為替

レートで円換算額は固定されます)・負債を保有し、本航空機信託の信託財産に係る会計ルー

ルに従い各計算期間末日の為替レートで円換算する結果、計算期間末日時点の米ドル建て資

産・負債構成と同日の為替レートによっては、本信託において為替差益という現金収入を伴
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わない評価益が認識されることにより、本信託の現金収入を原資とする分配だけでは2.5％要

件を満たすことができない事態が生ずる可能性があります。このようにして特定受益証券発

行信託の要件に抵触する場合には、本信託において本信託財産について法人税の負担を生ず

るとともに、本信託契約の条項に従い本信託の終了原因を招来することになります。

・今後、税制の変更が行われる可能性があり、本信託の投資家に影響を及ぼす可能性がありま

す。

⑦その他

・本信託及び本受益権の募集は、信託法、金融商品取引法はもとより、関連する各種法令・規

制・制度等（金融商品取引業協会の規則を含みます。）の規制を受けています。本信託又は

本受益権の募集がこれらの法令・規制・制度等に違反するとされた場合、本信託又は本件航

空機受益権に係る本航空機信託の商品性や取引に影響が生じる可能性があります。

・本受益権に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本受益権に投資すること

によるリスクや本受益権に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務・法律顧問

に相談する必要があります。

 

（２）投資リスクに対する管理体制

①受託者のリスク管理体制

受託者は本受益権に係る受益権原簿を電子システムを用いて作成していますが、本受益者の名義

変更事務は、本受益者と取扱金融商品取引業者との間の本証券取引約款に従い、名義書換請求代

行事務の委託を受けた取扱金融商品取引業者が、電子システムを通じて本受益者の受託者に対す

る名義書換請求事務を代行し、名義書換請求を受けた受託者が、電子システムを通じて本受益権

に係る受益権原簿に当該名義変更（当該受益権に係る受益者の氏名又は名称及び住所の変更、当

該受益権を取得した日）を記載することにより、受託者は本受益権譲渡の承諾を行い、受益権原

簿の名義変更の効力が発生します。また、このように電子システムで管理する受益権原簿の改ざ

んや本受益者が保有する本受益権の消滅や盗難のリスクに対する対策としては、当該システムを

管理する受託者において、社内システムへの侵入を防止するログイン・システムによる管理に加

えて、受益権原簿を管理する業務システムへのアクセス制限を厳格に設定・運用し、本受益者の

名義変更請求事務は特定の取扱金融商品取引業者に代行させる契約上の義務を課すとともに、定

期的に受益権原簿記載事項に係る情報のバックアップを当該電子システム外で保管する業務管理

体制を構築しており、社内業務システム上の受益権原簿記載事項に係る情報の改ざん・消滅・盗

難に対する予防策及び万一改ざん・消滅・盗難が発生した場合の対応策を実施しております。

 

②アセット・マネージャーのリスク管理体制

アセット・マネージャーは、受託者から委託を受けて、本件アセット・マネジメント業務を行い

ますが、その業務に関する範囲でリスクの管理を実施します。本書の日付現在の、アセット・マ

ネージャーの受任した本件アセット・マネジメント業務に関するリスク管理体制は、以下のとお

りです。

（イ）リスク管理規程の策定・遵守

アセット・マネージャーは、投資運用業務規程及び運用リスク管理規程において、運用の基本

方針及び運用リスク管理の内容を規定しています。

（ロ）組織体制

アセット・マネージャーは、運用ガイドラインの策定、運用基本方針その他運用上必要な措置

等を検討し決議する機関として、投資運用委員会を設置しています。また運用部門から独立し

た部署により、運用部門による投資判断プロセス等が適切に行われていることを検証していま

す。アセット・マネージャーの関係会社との取引等については利益相反管理統括部署を設置し

て各取引を管理・監督しており、リスク管理ないしコンプライアンス上の重要事項はリスクマ

ネジメント・コンプライアンス委員会に報告され審議されます。このような会議体による様々
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な観点からの検討により、アセット・マネージャーは、リスクの存在及び量を十分に把握しま

す。

なお、上記①及び②に記載のリスク管理体制については、リスクが顕在化しないことを保証又

は約束するものではなく、リスク管理体制が適切に機能しない場合、本受益者に損害が及ぶお

それがあります。

なお、信託財産の管理体制については、前記「１ 概況（４）信託財産の管理体制等」をご参照くだ

さい。
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第２【信託財産の経理状況】

本信託財産の第1期の信託計算期間は、信託設定日（同日を含みます。）から2027年2月末日（同日を含

みます。）までです。本書の日付現在、本信託財産は、第1期の信託計算期間を終了していませんので、

第1期に関する財務諸表は作成されていません。したがって、該当事項はありません。

本信託財産の第2期の信託計算期間以後については、各計算期日の翌日（同日を含みます。）から、その

後に最初に到来する計算期日（同日を含みます。）までの期間を信託計算期間とします。

 

本信託財産の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号）に基づいて作成されます。

本信託財産は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、財務諸表について新EY新日本有限責任

監査法人の監査を受けます。
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１【貸借対照表】

該当事項はありません。

 

２【損益計算書】

該当事項はありません。
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第３【証券事務の概要】

１【名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料】

本受益権は、受託者の作成に係る本受益権原簿において管理されます。

そのため、本受益者となる者は、取扱金融商品取引業者と本証券取引約款を締結する必要があり、受託

者に対する本受益権の譲渡等に係る本受益権原簿の名義書換請求等の代行を、当該本証券取引約款を締

結した取扱金融商品取引業者に委託することとされています。したがって、本受益者が本受益権に係る

本受益権原簿の名義書換請求を行う場合には、取扱金融商品取引業者に対して本受益権の名義書換請求

の申請を行い、取扱金融商品取引業者が受託者に対してかかる請求を行います。また、当該名義書換

は、本受益権の譲渡に関する受託者の承認及び本受益権原簿への記録をもって効力を発生しますが、受

託者による本受益権原簿への記録をもって受託者による譲渡承認が行われたものとみなされます。

本受益権原簿に係る取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料は、以下のとおりです。

取扱場所
株式会社ＦＰＧ信託　本店

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

取次所 該当事項はありません。

代理人の名称及び住所 該当事項はありません。

手数料
本受益権原簿の名義書換について本受益者により支払われる手数料は

ありません。

 

＜受益権の譲渡について＞

本受益者は、信託期間中、本受益権を原則として譲渡することができません。

 

＜相続発生時の名義変更手続及び大規模自然災害発生時の譲渡手続について＞

①本受益者において相続が発生した場合は、相続に係る所定の手続を完了された相続人の方による

取扱金融商品取引業者を通じた名義変更手続が可能となる場合があります（ただし、かかる名義

変更手続の機会は保証されているものではなく、具体的な状況に応じて臨時の名義変更手続を行

うことができない場合もあります。）。なお、臨時の名義変更手続申込みの際には、相続人たる

地位を証明する書類等が必要になります。臨時の名義変更手続の可否及び手続の内容については

取扱金融商品取引業者へお尋ねください。

②本受益者が、災害救助法（昭和22年法律第118号。その後の改正を含みます。）が適用された市区

町村に居住されている口座名義人の場合、取扱金融商品取引業者を通じた臨時の譲渡手続が可能

となる場合があります（ただし、かかる譲渡手続の機会は保証されているものではなく、具体的

な状況に応じて臨時の譲渡手続を行うことができない場合もあります。）。なお、臨時の譲渡手

続申込みの際には、罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類等が必要とな

ります。臨時の譲渡手続の可否及び手続の内容については取扱金融商品取引業者へお尋ねくださ

い。

 

２【本受益者に対する特典】

該当事項はありません。

 

３【内国信託受益証券の譲渡制限の内容】

本受益者は、前記「１　名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料＜受

益権の譲渡手続（運用期間中の換金について）＞」記載の場合を除き、本受益権の名義変更を行うこと

はできません。

 

４【その他内国信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項】

前記「１　名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料」に記載のとお

り、受益権原簿管理人は設定せず、本受益権原簿の名義書換について本受益者により支払われる手数料

はありません。
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第４【その他】

該当事項はありません。
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第三部【受託者、委託者及び関係法人の情報】

第１【受託者の状況】

１【受託者の概況】

（１）資本金の額等

①資本金の額（本書の日付現在）

資本金　100,000千円

発行する株式の総数　38,000株

発行済株式の総数　　19,622株

②過去5年間における資本金の額の増減

該当事項はありません。

 

（２）受託者の機構

受託者は、信託業務の遂行に当たり、定款に基づく取締役会及び監査役を設置しております。取

締役会は取締役全員（2026年6月18日現在、4名）によって構成され監査役1名に取締役会への出席を

求めております。定例取締役会は原則として毎年偶数月、年6回開催し、当社の業務執行に関する重

要事項を決定又は承認し、取締役の職務権限を監督しております。業務執行部署としては組織図に

定める5部署とし組織規程に定める業務分掌を担っております。その他の機関としては、4つの委員

会（①「リスク・コンプライアンス委員会」、②「引受審査委員会」、③「運用委員会」、④「懲

罰委員会」）を持ち、それぞれ①リスク管理・コンプライアンス事項、②新規商品•スキーム及び個

別受託案件の引受審査、③裁量権のある信託財産の運用業務における「運用方針」審議、④不祥事

発生時の懲罰の決定等を行うとしております。

受託者が信託財産の投資運用を行う場合の意思決定機構は、「運用委員会」であり、「組織規

程」及び「運用委員会規程」にて審議•報告事項、決定事項、開催頻度等を定めております。受託者

裁量型信託である受益証券発行信託の運用方針の決定などを行っております。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

受託者は100%親会社である株式会社ＦＰＧの業務方針に沿い、信託機能を生かした商品•サービス

の提供を通じて社会のニーズ•要請に応えることを経営方針としております。具体的な事業内容とし

ては株式会社ＦＰＧが委託者兼当初受益者となり、都心の収益物件を中心に不動産を信託、受益権

を小口化して投資家に譲渡する「不動産小口化信託」、及び株式会社ＦＰＧが委託者兼当初受益者

とし、受益権を投資家に譲渡することで航空機への投資を目的とした「航空機信託」が業務の2本柱

となっております。

2026年4月末時点、受託残高4,169億円のうち、不動産小口化信託が3,743億円（83%）、航空機信

託661億円（16%）と大半を占め、その他の信託(不動産管理処分信託、特定贈与信託、受益証券発行

信託等)は35億円（1%）となっております。

当社の機構上、投資家対応業務は業務委託により株式会社ＦＰＧに委任しております。信託事務

を遂行するための部門として信託財産管理部を中心に据えており、同部はＦＰＧ営業部門との窓口

業務も担っております。信託財産の運用管理については信託運用部が運営する「運用委員会」にて

行っております。その他管理部門として、業務企画部、リスク管理部、信託運用部、内部監査部が

あります。

 

EDINET提出書類

株式会社ＦＰＧ信託(E38599)

有価証券届出書（内国信託受益証券等）

58/88



３【経理の状況】

受託者の経理の状況については、以下に掲げる書類の経理の状況をご参照ください。

（１）財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「信

託業法施行規則」（平成16年内閣府令第107号）に準拠しております。

 

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2025年４月１日から2026

年３月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

 

（３）連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

 

（４）財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて

当社は財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更等に的確に対応するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加

入する親会社である株式会社ＦＰＧと連携をとり各種情報を取得するとともに、会計基準設定主体

や会計に関する専門機関が実施する研修への参加等を行っております。
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１財務諸表等

（１）財務諸表

①貸借対照表

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2025年３月31日)

当事業年度

(2026年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預け金 696,823 539,750

売掛金 95,844 120,112

前払費用 12,895 8,308

未収入金 319 769

未収消費税等 - 12,338

その他 6,006 2,642

流動資産合計 811,889 683,920

固定資産   

有形固定資産   

器具備品（純額） 1,583 1,250

有形固定資産合計 ※１　1,583 ※１　1,250

無形固定資産   

ソフトウエア 8,444 4,527

その他 3,300 130

無形固定資産合計 11,744 4,657

投資等   

長期前払費用 22 10,407

繰延税金資産 15,892 12,373

差入保証金 ※２　35,000 ※２　35,000

投資等合計 50,915 57,781

固定資産合計 64,242 63,689

資産合計 876,132 747,610
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2025年３月31日)

当事業年度

(2026年３月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,225 30,124

未払金 15,931 17,503

未払法人税等 140,732 111,595

未払消費税等 34,322 -

契約負債 211 437

預り金 3,776 799

賞与引当金 8,852 9,872

流動負債合計 209,051 170,332

負債合計 209,051 170,332

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金   

資本準備金 158,319 158,319

資本剰余金合計 158,319 158,319

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 408,760 318,958

利益剰余金合計 408,760 318,958

株主資本合計 667,080 577,278

純資産合計 667,080 577,278

負債純資産合計 876,132 747,610
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②損益計算書

  （単位：千円）

 

前事業年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

営業収益 ※１，※２　 841,473 ※１，※２　780,575

信託報酬 841,473 780,575

営業費用  ※２，※３ 　 47,513  ※２，※３　146,292

一般管理費 ※２，※４ 　214,584 ※２，※４　190,674

営業利益 579,376 443,608

営業外収益   

受取利息 371 879

為替差益 - 374

その他 26 0

営業外収益合計 398 1,254

営業外費用   

為替差損 471 -

支払補償金 - 1,100

営業外費用合計 471 1,100

経常利益 579,302 443,761

税引前当期純利益 579,302 443,761

法人税、住民税及び事業税 204,977 151,301

法人税等調整額 △4,421 3,519

法人税等合計 200,555 154,820

当期純利益 378,747 288,941
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③株主資本等変動計算書

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

 （単位：千円）

 株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益

剰余金

当期首残高 100,000 158,319 158,319 410,974 410,974 669,294 669,294

当期変動額        

剰余金の配当    △380,961 △380,961 △380,961 △380,961

当期純利益    378,747 378,747 378,747 378,747

当期変動額合計 － － － △2,213 △2,213 △2,213 △2,213

当期末残高 100,000 158,319 158,319 408,760 408,760 667,080 667,080

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

 （単位：千円）

 株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計
 

繰越利益

剰余金

当期首残高 100,000 158,319 158,319 408,760 408,760 667,080 667,080

当期変動額        

剰余金の配当    △378,743 △378,743 △378,743 △378,743

当期純利益    288,941 288,941 288,941 288,941

当期変動額合計 － － － △89,802 △89,802 △89,802 △89,802

当期末残高 100,000 158,319 158,319 318,958 318,958 577,278 577,278
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④キャッシュ・フロー計算書

  （単位：千円）

 

前事業年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 579,302 443,761

減価償却費 4,238 4,249

長期前払費用償却額 90 4,004

賞与引当金の増減額（△は減少） △233 1,019

受取利息及び受取配当金 △371 △879

売上債権の増減額（△は増加） △31,975 △24,267

未収入金の増減額（△は増加） 276,439 △449

未収消費税等の増減額（△は増加） - △12,338

その他流動資産の増減額（△は増加） △14,806 14,295

仕入債務の増減額（△は減少） 478 24,899

未払消費税等の増減額（△は減少） 32,905 △34,322

その他流動負債の増減額（△は減少） 13,041 △1,309

小計 859,109 418,663

利息及び配当金の受取額 371 879

法人税等の支払額 △153,403 △180,438

営業活動によるキャッシュ・フロー 706,077 239,104

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △749 -

無形固定資産の取得による支出 △5,635 -

長期前払費用の取得による支出 - △17,434

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,384 △17,434

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △380,961 △378,743

財務活動によるキャッシュ・フロー △380,961 △378,743

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 318,732 △157,073

現金及び現金同等物の期首残高 378,091 696,823

現金及び現金同等物の期末残高 ※　696,823 ※　539,750
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注記事項

（重要な会計方針）

１．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

主として定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

器具備品　　５～20年

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期

間（５年）に基づいて償却しております。

（３）長期前払費用

定額法を採用しております。

 

２．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

 

３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

 

４．収益及び費用の計上基準

当社の主要な事業内容は、親会社である株式会社ＦＰＧを当初委託者兼受益者とした「不動産小

口化信託」及び「航空機信託」であり、主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時

点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①信託設定報酬

信託を設定することを履行義務として識別し、信託開始日時点で履行義務が充足されたと判断

し、信託契約にかかる契約書及び付随書類の作成、その他信託の設定にかかる諸手続きに対す

る信託報酬を収益として認識しております。

②信託期中報酬

信託契約に基づく各計算期間中の通常の信託事務処理を行うことを履行義務として識別し、計

算期間毎に算出した取引の対価は、当該計算期間に応じて履行義務が充足されたと判断し、収

益を認識しております。

③その他報酬

主に受益者変更にかかる事務を行うことを履行義務として識別し、受益権贈与に関しては当該

変更について受託者である当社が譲渡承諾した日、受益権相続に関しては相続が確定し受贈者

に対する譲渡承諾日に履行義務が充足されたと判断し、収益を認識しております。

 

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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（未適用の会計基準等）

（リースに関する会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会

計基準委員会）等

 

（1）概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環とし

て、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向け

て、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処

理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみ

を採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いて

も、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リー

スがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリー

スについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処

理モデルが適用されます。

 

（2）適用予定日

2028年３月期の期首から適用予定であります。

 

（3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価

中であります。

 

（後発事象に関する会計基準等）

・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年１月９日　企業会計基準委員会）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年１月９日　企業

会計基準委員会）

 

（1）概要

「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な

会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基

準報告書560実務指針第１号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内

容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し

及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求め

る等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

 

（2）適用予定日

2028年３月期の期首から適用予定であります。
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（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 
前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

有形固定資産の減価償却累計額 3,557千円 3,890千円

 

※２　担保資産

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

差入保証金 35,000千円 35,000千円

 

（損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

営業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載してお

りません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧

客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

 

※２　関係会社との取引に係るものが以下のとおり含まれております。

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

関係会社への営業収益 462,132千円 215,457千円

事務委託手数料 24,580千円 101,840千円

出向者給与負担金 57,707千円 66,914千円
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（表示方法の変更）

「事務委託手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より関係会社との取引に係るもの

に記載しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度においても関係会社との取

引に係るものに記載しております。

 

※３　営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

信託事務費用 47,513千円 146,292千円

 

※４　一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

役員報酬 20,300千円 18,000千円

給料及び手当 84,511千円 79,363千円

賞与引当金繰入額 8,852千円 9,872千円

地代家賃 19,934千円 19,934千円

支払手数料 16,395千円 19,429千円

減価償却費 4,238千円 4,249千円

支払報酬 22,141千円 14,777千円

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 19,622 - - 19,622

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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４．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）
基準日 効力発生日

2024年６月24日

定時株主総会
普通株式 380,961 19,415 2024年３月31日 2024年６月28日

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（決議）
株式の種

類

配当金の

総額

（千円）

配当の

原資

１株当たり

配当額

（円）
基準日 効力発生日

2025年６月19日

定時株主総会
普通株式 378,743

利益

剰余金
19,302 2025年３月31日 2025年６月23日

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 19,622 - - 19,622

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）
基準日 効力発生日

2025年６月19日

定時株主総会
普通株式 378,743 19,302 2025年３月31日 2025年６月23日

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（決議）
株式の

種類

配当金の

総額

（千円）

配当の

原資

１株当たり

配当額

（円）
基準日 効力発生日

2026年６月18日

定時株主総会
普通株式 114,926

利益

剰余金
5,857 2026年３月31日 2026年６月22日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

現金預け金勘定 696,823千円 539,750千円

預入期間が3か月を超える定期預金 - -

現金及び現金同等物 696,823千円 539,750千円

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、業務遂行に必要な資金は主に自己資金によっており、余資は流動性の高い金融資産で

運用しております。なお、資金運用については、投機的な取引は行わない方針です。

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク

（１）に記載の通り余資は主に普通預金にて管理しているため金融商品に係るリスクは僅少で

す。

営業債権である売掛金や未収入金の相手先は当社が受託者として管理する信託財産及び受益者

であり、信用リスクは極めて僅少です。未収消費税等は１年以内の未収期日です。また、営業債

務である買掛金・未払金及び預り金、また未払法人税等は、そのすべてが１年以内の支払期日で

あり、現金預け金で流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）もカバーされ

ております。

 

（３）金融商品に係るリスク管理体制

資金調達に係る流動性リスクの管理については、当社は、各部署からの報告に基づき、担当部

署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管

理しております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

前事業年度(2025年３月31日)

貸借対照表計上額、「現金預け金」「売掛金」「未収入金」「買掛金」「未払金」「未払法人税

等」「未払消費税等」及び「預り金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

するものであることから、記載を省略しております。

 

当事業年度(2026年３月31日)

貸借対照表計上額、「現金預け金」「売掛金」「未収入金」「未収消費税等」「買掛金」「未払

金」「未払法人税等」及び「預り金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

するものであることから、記載を省略しております。

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

前事業年度(2025年３月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(2026年３月31日)

該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金制度について確定拠出年金制度を採用しております。

 

２．確定拠出制度

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

当社の確定拠出制度への要拠出額は、512千円であります。

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

繰延税金資産   

未払事業税 12,830千円 9,261千円

賞与引当金 3,062千円 3,111千円

繰延税金資産合計 15,892千円 12,373千円

繰延税金資産の純額 15,892千円 12,373千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差

異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差

異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

2024年３月30日に「地方税法等の一部を改正する法律」（令和６年法律第４号）が公布され、

2026年４月１日以後に開始する事業年度から外形標準課税の適用対象法人が見直されたことに伴

い、当社は2026年４月１日以後に開始する事業年度より新たに外形標準課税の適用対象法人となり

ます。

これに伴い、2026年4月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金

資産については、法定実効税率を35.43％から31.52％に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額は1,534千円減少し、法人税等調整額は1,534

千円増加しております。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は信託業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、

以下のとおりであります。

  （単位：千円）

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

顧客との契約から生じる収益 841,473 780,575

その他の収益 - -

外部顧客への営業収益 841,473 780,575

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項（重要な会計方

針）４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに

当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の

金額及び時期に関する情報

（１）顧客との契約から生じた債権、契約負債の残高等

  （単位：千円）

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 63,869 95,844

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 95,844 120,112

契約負債（期首残高） 212 211

契約負債（期末残高） 211 437

契約負債は、信託受益権の譲渡にかかる事務手数料であり、収益の認識に伴い取り崩されま

す。

当事業年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高が含まれている金額に重要性

はありません。

 

（２）残存履行義務に配分した取引価格

実務上の便法を適用し注記を省略した取引を除き、残存履行義務に配分した取引価格の総額に

重要性はありません。信託期中報酬は、信託契約に基づく各計算期間中の通常の信託事務処理を

行うことで顧客に請求する権利を有する契約であり、収益認識に関する会計基準の適用指針第19

項に従って、請求する権利を有している額で収益を認識しているため、注記を省略しています。
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（セグメント情報等）

セグメント情報

当社は、信託業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客に対する営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超え

るため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

（１）営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

 

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名

株式会社ＦＰＧ 462,132 信託業

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客に対する営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超え

るため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

（１）営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

 

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名

株式会社ＦＰＧ 215,457 信託業
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報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。

 

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。

 

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

該当事項はありません。

 

関連当事者情報

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金

（百万円）

事業の

内容

議決権等

の被所有

割合

（％）

関連当

事者と

の関係

取引の内容
取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

親会社 ㈱FPG

東京都

千代田

区

3,095

リースファ

ンド事業、

国内不動産

ファンド事

業、海外不

動産ファン

ド事業等

100％

不動産

小口化

信託に

おける

委託者

役員の

兼任

信託設定報酬 462,132 - -

出向者給料 57,707 - -

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

信託設定報酬については、信託財産の管理に係る総原価を踏まえ、一般的な水準の範囲内で

ある信託元本に対して１％前後（ただし、上限あり）を基準として、各受託案件の引受審査委

員会において決定しております。

なお、主力商品である不動産小口化信託に関して2024年７月以降受託の案件について基準を

信託元本に対して0.5%（ただし、上限あり）に見直しました。これは受託案件の増加、一案件

あたりの大型化、また、事務レベルの安定から効率的な態勢が整ったことによるものです。

出向者給料については、親会社であるＦＰＧの算定基準に基づいて決定しております。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

株式会社ＦＰＧ（東京証券取引所に上場）

 

（２）重要な関連会社情報

該当事項はありません。

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社

種類
会社等

の名称
所在地

資本金

（百万円）

事業の

内容

議決権等

の被所有

割合

（％）

関連当

事者と

の関係

取引の内容
取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

親会社 ㈱FPG

東京都

千代田

区

3,095

リースファ

ンド事業、

国内不動産

ファンド事

業、海外不

動産ファン

ド事業等

100％

不動産

小口化

信託に

おける

委託者

役員の

兼任

信託設定報酬 215,457 - -

事務委託

手数料
101,840 買掛金 28,390

出向者給与 66,914 - -

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

信託設定報酬については、信託財産の管理に係る総原価を踏まえ、一般的な水準の範囲内で

ある信託元本に対して１％前後（ただし、上限あり）を基準として、各受託案件の引受審査委

員会において決定しております。

なお、主力商品である不動産小口化信託に関して2024年７月以降受託の案件について基準を

信託元本に対して0.5%（ただし、上限あり）としております。これは受託案件の増加、一案件

あたりの大型化、また、事務レベルの安定から効率的な態勢が整ったことによるものです。

事務委託手数料は、事務量を基準に親会社であるＦＰＧと協議の上で、決定しております。

出向者給料については、親会社であるＦＰＧの算定基準に基づいて決定しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

株式会社ＦＰＧ（東京証券取引所に上場）

 

（２）重要な関連会社情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

１株当たり純資産額 33,996.56円 29,419.95円

１株当たり当期純利益金額 19,302.17円 14,725.39円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 378,747 288,941

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ －

普通株式に係る当期純利益

（千円）
378,747 288,941

普通株式の期中平均株式数（株） 19,622 19,622
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⑤附属明細表

有価証券明細表

　該当事項はありません。

 

有形固定資産等明細表

資産の種類

当期首

残高

（千円）

当期

増加額

（千円）

当期

減少額

（千円）

当期末

残高

（千円）

当期末減

価償却累

計額又は

償却累計

額

（千円）

当期

償却額

（千円）

差引

当期末

残高

（千円）

有形固定資産        

器具備品 5,140 － － 5,140 3,890 332 1,250

有形固定資産計 5,140 － － 5,140 3,890 332 1,250

無形固定資産        

ソフトウエア 20,020 － － 20,020 15,492 3,916 4,527

その他 3,300 130 3,300 130 － － 130

無形固定資産計 23,320 130 3,300 20,150 15,492 3,916 4,657

長期前払費用 360 14,389 － 14,749 4,341 4,004 10,407

（注）当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

長期前払費用 社内利用SaaS開発　14,389千円

 

社債明細表

　該当事項はありません。

 

借入金等明細表

　該当事項はありません。

 

引当金明細表

区分
当期首残高

（千円）

当期増加額

（千円）

当期減少額

（目的使用）

（千円）

当期減少額

（その他）

（千円）

当期末残高

（千円）

賞与引当金 8,852 9,872 8,852 - 9,872

 

資産除去債務明細表

　該当事項はありません。
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（２）主な資産及び負債の内容

①　資産の部

イ．現金預け金

区分 金額(千円)

現金 -

預け金  

普通預金 539,750

小計 539,750

合計 539,750

 

ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

ＦＰＧリンクス渋谷道玄坂信託 11,942

ＧＩＮＺＡ　ＳＩＸ信託 10,038

六本木ヒルズ森タワー（21階）信託 6,243

六本木ヒルズ森タワー（18階）信託 6,175

ＦＰＧ南青山ブルーサンクポイント信託 5,616

その他 80,095

合計 120,112

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

当期発生高

(千円)

当期回収高

(千円)

当期末残高

(千円)
回収率(％) 滞留期間(日)

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)

 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
　

 

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365
　

95,844 597,912 573,645 120,112 82.6 65

 

ハ．差入保証金

相手先 金額(千円)

法務局 35,000

合計 35,000
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②　負債の部

イ．買掛金

相手先 金額(千円)

株式会社ＦＰＧ 28,390

株式会社トウママネージメントサービス 1,012

ＳＢＩビジネス・ソリューションズ株式会社 722

合計 30,124

 

ロ．未払法人税等

区分 金額(千円)

未払法人税 74,990

未払事業税 29,383

未払住民税 7,221

合計 111,595

 

（３）その他

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

２０２６年６月２５日

株式会社ＦＰＧ信託

取締役会　　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 野　 瀨　 直　 人

 

 

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の

状況」に掲げられている株式会社ＦＰＧ信託の２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの第

１７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッ

シュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ＦＰＧ信託の２０２６年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当

監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と

してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、「経理の状況」に含まれる情報のうち、財務諸表以外の情報である。経営者の

責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検

討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか

注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸

表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別

に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性

があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内

部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確

実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合

は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財

務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ

ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財

務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための

対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用して

いる場合はその内容について報告を行う。
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利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

 

 

(注)　１．上記の監査報告書の原本は受託者が別途保管しております。

　　　２．上記の監査報告書は、「第３部　受託者、委託者及び関係法人の情報　第１　受託者の状況　に記載され

る　３　経理の状況」を対象としたものです。

 

EDINET提出書類

株式会社ＦＰＧ信託(E38599)

有価証券届出書（内国信託受益証券等）

82/88



４【利害関係人との取引制限】

受託者は、信託法及び信託業法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

及び取引が禁止されています。

 

（１）信託法により禁止される行為（信託法に定める例外に該当する場合を除きます。）

①信託財産に属する財産（当該財産に係る権利を含みます。）を固有財産に帰属させ、又は固有財

産に属する財産（当該財産に係る権利を含みます。）を信託財産に帰属させること

②信託財産に属する財産（当該財産に係る権利を含みます。）を他の信託の信託財産に帰属させる

こと

③第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって

行うもの

④信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る

債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにす

る行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの

 

（２）信託業法により禁止される取引（信託業法に定める例外に該当する場合を除きます。）

①自己又はその利害関係人と信託財産との間における取引

②一の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引

③第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって

行うもの。

ただし、受託者は、信託法及び信託業法に定める例外として、本信託契約において、自己又はそ

の利害関係人と本信託財産との間における取引として、以下の取引を行うことができるものとさ

れています。

・受託者の利害関係人に対する信託事務の一部の委託（本信託契約第14条）。

・本件航空機受益権の売買取引又は当該売買に係る代理若しくは媒介（本信託契約第16条）。

・残高証明書の発行等、本信託財産から手数料を収受する役務提供取引（本信託契約第16

条）。

・その他受益者代理人が指図した取引（本信託契約第16条）。

・その他本信託契約に定める場合。

 

（３）信託業法により禁止される利害関係人との取引の例外規定に係る取引

 

信託業法上「自己又はその利害関係人と信託財産との間における取引」については原則禁止されている

ところ、受託者は、ＦＰＧを親会社とする連結グループ会社に属し、本スキームにおける信託財産と当

該連結グループ会社との取引（上記、第二部　信託財産情報　第１　信託財産の状況　３　信託の仕組

み（１）　信託の概要①信託の基本的仕組み（イ）本信託のスキームの＜本信託スキーム図＞及びその

注記をご参照下さい。）につきましては、信託業法第29条第2項柱書に定める「信託行為において当該取

引を行う旨及び当該取引の概要について定めを設け、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場

合として内閣府令で定める取引条件を充足させることによって、同法が定める禁止規定の例外に該当す

る取引条件を設定する対応をしております。

 

５【その他】

該当事項はありません。
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第２【委託者の状況】

１【会社の場合】

（１）【会社の概況】

①資本金の額等

本書の日付現在、資本金は150万円です。

②委託者の機構

委託者は、その社員が業務を執行するものとされています（定款第8条第1項）。社員が2名以上あ

る場合には、委託者の業務は社員の過半数をもって決定するものとされています（定款第8条第2

項）。

本書の日付現在、委託者の社員は株式会社ＦＰＧのみです。

 

（２）【事業の内容及び営業の概況】

①事業の内容

・航空機の信託受益権の取得、保有、処分、賃借及び管理

・航空機を信託財産とする信託受益権の取得、保有及び処分

・上記の信託受益権を信託財産とする信託受益権の取得、保有及び処分

・その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

②主要な経営指標等の推移

委託者の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年一期ですが、第1期の事業年度は、委

託者の設立日である2026年6月26日から2027年5月31日までとなります。したがって、本書の日付

現在、第1期事業年度は終了しておらず、該当事項はありません。

 

（３）【経理の状況】

委託者の第1期の計算期間は、2026年6月26日（設立日）から2027年5月31日までです。本書の日付現

在、委託者は、第1期の計算期間を終了していませんので、第1期に関する財務諸表は作成されていま

せん。したがって、該当事項はありません。

 

（４）【利害関係人との取引制限】

委託者は、ＦＰＧを親会社とする連結グループ会社に属し、本スキームにおける信託財産と当該連結

グループ会社との取引（前記「第二部　信託財産情報　第１信託財産の状況　３　信託の仕組み　

（１）信託の概要　①信託の基本的仕組み　（イ）本信託のスキーム」の＜本信託スキーム図＞及び

その注記をご参照下さい。）につきましては、信託業法29条2項柱書に定める信託行為において当該取

引を行う旨及び当該取引の概要について定めを設け、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない

場合として内閣府令で定める取引条件を充足させることによって、同法が定める禁止規定の例外に該

当する取引条件を設定する対応をしております。

 

（５）【その他】

該当事項はありません。

 

２【会社以外の団体の場合】

該当事項はありません。

 

３【個人の場合】

該当事項はありません。
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第３【その他関係法人の概況】

A 取扱会社兼取扱金融商品取引業者兼アセット・マネージャー

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（a）名称 （b）資本金の額 （c）事業の内容

株式会社ＦＰＧ証券
12,699,021,296円

（本書の日付現在）

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取

引業、投資運用業

 

２【関係業務の概要】

本受益権の取扱会社として、本受益権の募集の取扱いを行います。また、本受益権の取扱金融商品取引

業者として、本受益権に係る原簿書換請求代理事務を行います。加えて、後記「Dアセット・マネー

ジャー　２ 関係業務の概要」に記載のとおり、受託者から委託を受けて、本件アセット・マネジメント

業務を行います。

 

３【資本関係】

本書の日付現在、精算受益者である株式会社ＦＰＧが株式会社ＦＰＧ証券の株式100％を保有していま

す。

 

４【役員の兼職関係】

株式会社ＦＰＧの代表取締役は取扱会社兼取扱金融商品取引業者兼アセット・マネージャーの代表取締

役を兼務しております。

 

５【その他】

該当事項はありません。

 

B 本航空機委託者

１名称、資本金の額及び事業の内容

名称 株式会社ＦＰＧ

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

設立年月日 2001年11月9日

資本金の額 金3,095,874,087円

代表者 谷村　尚永

事業の内容 リースファンド事業、国内不動産ファンド事業、海外不動産ファンド事

業、航空事業、共同保有プラットフォーム事業、信託事業及び証券事業

 

２関係業務の概要

本航空機信託契約に係る本航空機委託者であり、委託者に対する本件航空機受益権の売主です。本件航

空機受益権の譲渡後においても、本件航空機受益権の信託財産である本件航空機の取得、リース運用及

び処分並びに金銭の取得、処分及び管理等について、本航空機信託受託者に対する指図を行います。

 

３資本関係

本書の日付現在、株式会社ＦＰＧは委託者の単一の社員であり、また受託者兼本航空機受託者及び取扱

会社兼取扱金融商品取引業者兼アセット・マネージャーの株式100％を保有しています。
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４役員の兼職関係

株式会社ＦＰＧの代表取締役は受託者兼本航空機受託者及び取扱会社兼取扱金融商品取引業者兼アセッ

ト・マネージャーの代表取締役、リース管理会社の非常勤取締役を兼務しております。また株式会社Ｆ

ＰＧは委託者の単一の社員です。

 

５その他

該当事項はありません。

 

C 本航空機受託者

１名称、資本金の額及び事業の内容

名称 株式会社ＦＰＧ信託

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

設立年月日 2009年3月24日

資本金の額 100,000,000円

（本書の日付現在）

代表者 柳川　譲

事業の内容 信託業

 

２関係業務の概要

本航空機信託契約に係る本航空機受託者兼賃貸人として、本信託の実質的な裏付資産である本件航空機

受益権を発行する本件航空機信託において本航空機委託者の指図を受け、本件航空機の取得、リース運

用及び処分等の事業を行います。

 

３資本関係

本書の日付現在、精算受益者である株式会社ＦＰＧが株式会社ＦＰＧ信託の株式100％を保有していま

す。

 

４役員の兼職関係

株式会社ＦＰＧの代表取締役は本航空機受託者の代表取締役を兼務しております。

 

５その他

該当事項はありません。

 

D アセット・マネージャー

１名称、資本金の額及び事業の内容

名称 資本金の額 事業の内容

株式会社ＦＰＧ証券
12,699,021,296円

（本書の日付現在）

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取

引業、投資運用業

 

２関係業務の概要

受託者から委託を受けて、本件アセット・マネジメント業務を行います。さらに、前記「A 取扱会社兼

取扱金融商品取引業者　２ 関係業務の概要」に記載のとおり、本受益権の取扱会社兼取扱金融商品取引

業者として、本受益権の募集の取扱い業務及び本受益権に係る原簿書換請求代理事務を行います。
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３資本関係

本書の日付現在、精算受益者である株式会社ＦＰＧが株式会社ＦＰＧ証券の株式100％を保有していま

す。

 

４役員の兼職関係

株式会社ＦＰＧの代表取締役はアセット・マネージャーの代表取締役を兼務しております。

 

５その他

該当事項はありません。

 

E リース管理会社

１名称、資本金の額及び事業の内容

名称 資本金の額 事業の内容

FPG Amentum Limited
500,000ユーロ

（本書の日付現在）
航空機投資管理サービス業

 

２関係業務の概要

本航空機受託者から委託を受けて、リース管理業務等を行います。

 

３資本関係

本書の日付現在、精算受益者である株式会社ＦＰＧがＦＰＧアメンタム社の株式86.9％を保有していま

す。

 

４役員の兼職関係

株式会社ＦＰＧの代表取締役はリース管理会社の非常勤取締役を兼務しております。

 

５その他

該当事項はありません。

 

F 受益者代理人

１氏名又は名称、資本金の額及び事業の内容

氏名 資本金の額 事業の内容

弁護士　千葉 理 該当事項はありません。 該当事項はありません。

 

２関係業務の概要

全ての本受益者のために当該本受益者の権利（信託法第92条に規定する権利並びに配当受領権及び償還

金受領権を除きます。）に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。また、本信託

契約に関する本受益者の行為（信託法第92条に規定する権利並びに配当受領権及び償還金受領権の行使

を除きます。）、又は、本受益者を相手方とする委託者若しくは受託者の行為については、受益者代理

人がこれを行い又は受益者代理人を相手方として行います。
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３資本関係

該当事項はありません。

 

４役員の兼職関係

該当事項はありません。

 

５その他

該当事項はありません。
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